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今後の介護人材養成の基本的な
方向性に関する論点
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今後の介護人材賛成の前提

○ 今後の高齢化の一層の進行等により。国民の介護ニーズは拡大が見込まれ:社
会保障国民会議の「医療 0介議費用のシミュレーシヨン』によればも平成 18年
の 117万人から。平成37年にはさらに95万人～138万人の確保が必要と
見込まれている。

また。介護保険制度の創設以降.認知症ケアや医療的ケアを必要とする利用者
は増加するとともに。住み慣れた地域での生活を支援する小規模多機能型居宅介
議サービスが新たに創設されるなども介護人材に求められる役割も多様化・高度
化してきている。

他方s総体的に労働力人口は減少 (平成 18年 6,657万 人→平成42年
5,584万 人～6, 180万人)していくことが見込まれる中で。新規学卒者
はもちろん他産業からの離職者など。多様なルートで介護人材を確保していく必
要がある。

これらを考慮し。人材の量

"確
保と資質向上を両立していくという観点に立っ

てs介護人材の参スの間口は広く提えつつ。現場職員がキャリアに応じて無理な
く資質向上を図ることができるような養威システムを考慮していく必要がある。

○

○

○

2



人材養成に関する論点

1.介護福祉士資格取得までの介護人材養成の体系について

(1)養成の目標書体系等について

○ 介護人材の量的確保、質の向上を両立させる観点から、次の点についてどのように考えるか。

・参入ルート、資格取得ルートについてどのように考えるか。
・多様な人材が参入できる入り□を維持すべき。
・養成校ルート、実務経験ルートの2つは1晋来的にも維持すべき。
・介護職の業務、モチベーションは多様であり、安易に一<<りに議論すべきではない。

・ 介護のエーズ・業務は幅が広いため、介護人材の量の議論と、介護専P5m‐iが提供すべき
介護について、体系的に整理したうえで議論すべき。

・ 介護サービス利用者の視点から、どのような質のサービス、人材を育成することを目標とすべ

きか。
・認知症、医療ニーズをもつ人への対応
・尊厳を支えるケア、個別ケア、Jヽ規模多機能ケアの実施

・ 介護福祉士資格の位置づけについてどのように考えるか。
・多様な人材を参入させるからこそしつかりさせるべき。
・ある程度のハードル、見識、スキルがなければ資格とはいえない。
・業務独占イしをめざすべき。

・ 実務経験者が段階的・効率的に基礎教育を受けられるよう、ヘルバニ2級研修、基礎研1多、
6008春間課程について、どのように位置付け、整理すべきか。

・複雑化した体系をシンプルにし、既受講歴を積み上げられるようにすべき。
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(2)中堅段階の介護人材養成、介護福祉土資格について

○ 介護福祉士の役割と他の介護人材や専P5職との分担についてどのように考えるか。
・専門職としての介護福祉士が担うべきことと介護職員やボランタリーな人材等との

連携等によって行われるべきことを整理すべき。
・一部業務の (日 常生活に関連した医行為、高度な認知症ケア、障害者への対応等)

独占も含めて、役害」を考えるべき。
・ハードルを高め業務独占化につなげることが資格の魅力となることを前提とすべき。
・介護福祉士資格がある者とそうでない者の能力的な差がないのではないか。
・日常的な仕事は資格の有無であまり違わな<ても、緊急時の対応などは異なる。
・差がないという実態を変えることが大切であり、現状から発想すべきではない

○ 実務経験者が介護福祉士資格を取得するうえでの、技能の至」達目標と、最低限必要な
基礎教育の内容についてどのように考えるか。
・介護の根拠等を理解し、説明出来るようにすることが必要。
・クラフ ト (匠の技)とサイエンス (科学的根拠)を結び付ける教育が必要。
OiCFの視点に基づいて介護過程を展開し、尊厳と自立を支えるケアを行えることが
必要。

・医療職との連携、判断、教育等ができることを目指すべき。
・500～600時間程度の体系的な基礎教育は必要。
・実務経験3年のみで受験できることが他の専門職と比べ社会的評価が低<なる一因
であつたため、法改正の趣旨を守るべき。

・介護福祉士の養成には本来3年程度の期間が必要。
・介護職員には学習したい慧欲はあるが、基礎研修、600時間課程は不要介護職員
の時間的、経済的負担、事業所の対応から考えると現実的ではない。
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(3)初任段階の介護人材養成について

○ 介護人材の参入の間□を広<とらえる観点から入職段階の研修 (ヘルバー2級研修).の
位置づけ、教育内容についてどのように考えるか。

|   ・多様な人材が参入できる入り□を維持すべき (再掲)

・ヘルバー研修は必要とのメッセージを明確にだすべき。
・ヘルバこのみの資格という位置づけ 。名称を見直し、拡充すべき。
・ヘルバー研修からの就業率は低<、 ハードルをあげて基礎研修に移行すべき。

○ 入職段階における研修以降の中間的な能力形成 。キャリアアップを支援する研修制度
の必要性についてどのように考えるか。

・基礎研修は位置づけや受講メリットが不明確。
・基礎研修については見直しが必要。
・ヘルバー対する利用者のニーズが幅広<なっており、コミュニケーシ∃ン、

ソーシャルワーク的な研修が必要。
・ベルバー 1級研修は存続するか、新たな教育を考えるべき。
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(4Ш修受講支援策等について

O 現任職1員が働きながらできるだけ身近な地域で無理な<受講できるよう、どのような対応が
必要か。

・積極的に実習生を受入れ、人材の育成に取り組む実習施設を拡充し、地域の介護人材育成の拠
点施設として活用することについてどのように考えるか。

.  0イ ンターンシップなどを取り入れるべき。
・事業所によって体系的な研修をやっているところとそうでないところがある。
・学びのための多様なインフラを整備活用すべき。
・現場で教育する能力 0人材が欠けているため、インターンシップなどが機能するか疑Po3

がある。
・O」丁を認める場合には指導者の充実が大切。

・通信課程の位置づけ・範囲についてどのように考えるか
・通信課程はできるだけ減らすべき。
・600ttFo3課程のスクーリングは6日程度で働きながら受講しやすい。

・事業者団体等が行う外部研修等の受講歴を活用することについてどのように考えるか
・しつかり行つているさまざまな研修を読み替える仕組み (科目毎の単位認定等)が必要。
・日本版NVQなどとも連携しキャリアアップの仕組みを検討すべき。
・さまざまな学習歴を幅広<認めるとともに、検定試験などを用意し、質を高めることが
現実的ではないか。

・講師の派遣等による授業形態を取り入れることについてどのように考えるか
。教員が出向く教育などを取り入れるべき。

・代替職員の確保等の支援策等についてどのように考えるか。
0600時間の費用を誰が負担するかはきちんと議論すべき。
・代替職員確保への支援が必要。



2.チームリーダー、施設長等の段階における論点

○ 介護福祉士資格取得後のさらなるキャリアアップの仕組みとしてt専門介護福祉士

(仮称)のあり方についてどのように考えるか。

・医療行為や障害への対応などを含め専門介護福祉士について検討すべき。
・介護福祉士の上位の研修を設け、キャリアデザインを描ける仕組みとすることが

必要。

【社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(平成19年 8月 )】

○ 国家資格等の有資格者について、さらに高い専門性を認証する仕組みの構築を図るなど、従事者の資質向上に取り組むこと。(職
能団体、養成機関の団体その他の関係団体等)

【平成19年「社会福祉士及び介護福祉士法」一部改正法衆議院厚生労働委員会附帯決議(平成19年 11月 )】

○ 社会的援助を必要とする者が増加していることにかんがみ、重度の認知症や障害を持つ者等への対応、サービス管理等の分野に
おいて、より専門的対応ができる人材を育成するため、専門社会福祉士及び専門介護福祉士の仕組みについて、早急に検討を行う
こと。また、介護福祉士をはじめ、関連分野専門職が社会福祉士となるための必要な履修認定等について検討すること。

○ 介護サービスチームのリーダーや管理者の育成や資格のあり方についてどのように考
えるか。
・小規模チームで情報を共有し、人材を育成できるリーダーを育成すべき。
・離職を防止するために、施設長や管理者の資質向上を図ることが必要。
・介護人材をマネジメントできる管理者の育成が急務であり、ここに一定の支援や評
価が必要。
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3.その他の論点

○ 各資格・研修制度とは別個に位置付けられている制度的な個別のテーマ別研修と各資格・研1多

制度の関係性についてどのように考えるか。
J例えJボ認知症実践者研1多の受講歴を位置付けることができないか。

○ 介護に関する知識や技術が適切に身に付いているかどうかを確認できる評価の在り方について
どのように者えるか。
・検定試験などを用意し、質を高めることが現実的ではないか (再掲)。

○ 働きながらキャリアアップしてい<ことを支援するための制度的対応についてどのように考え
るか。

・魅力ある職場がないと負担を強いて資格をとろうとは思わない。
・現場は求められるものは多いが処遇は低い。

○ 介護サービスの進展にあわせて、基礎教育の内容を見直す仕組みのあり方についてどのように
考えるか。

・常に実践からカリキュラムがリフレッシュされることが必要。カリキュラムが10年以上変
わらないのはおかしい。

○ 福祉・保健医療関係人材の確保や横断的なキャリア形成のために、資格共通的な教育やキャリ
アパスを形成する道筋についてどのように考えるか。

・1薔来的な方向性としてケアを広<とらえて保育・看護・リハ等も含めた共通の基礎教育、
資格横断的なキャリアバスをつ<ることも念頭に議論をすべき。

○ 事業所におけるサービスの質、人材育成や処遇の向上を促す取り組みについてどのように考え
るか。

・CSI、 クオリティインディケーターなどの指標などにより、サービスの人材、プロセス、結
果を見える化することを含め、検討すべき

・事業者がきちんと資格取得支援を行うことが重要。
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第 2回 今 後 の 介 護 人 材 養 成 の 在 り 方 に 関 す る 検 討 会 議 事 録

1.日  時 :平 成 22年 4月 26日 (月 )14:56～ 17:07

2.場  所 :全 国都 市 会 館 3F 第 2会 議 室

3.議 事

・ 今後 の 介 護 人材 養 成 の基 本 的 な方 向性 に関す る論 点 に つ い て

・ 研修 等 実 施状 況調 査 (案 )の 内容 に つ いて

。その他

4 議 事 の 内容

○ 駒 村 委 員長  やや 定 刻 よ り早 い です けれ ども、委 員の 皆様 が そ ろって い らっ しゃ い ます

の で 、 ただ い ま よ り第 2回 「今 後 の介 護 人 材 養 成 の在 り方 に 関す る検 討会 」 を開催 いた し

ま す 。

委員の先生方におかれましては、御多用のこころ、御出席いただきまして誠にありがと

うございます。まず、本日の委員の出欠状況等について、事務局より御報告をお願いいた

します。

○事務局 本 日は、堀 田委員、樋 口委員が御欠席 との連絡 を受けてお ります。また 、廣江

委 員の代理 といた しま して、全国社会福祉施設経営者協議会介護保険事業経営委 員の浦野

様 にお越 しいただいてお ります。なお.、 前 回御欠席で した、社 団法人全国老人保健施設協

会 常務理事の平川委員が御出席 されてお りますので、御紹介 いた します。

○平川委員 平川で ございます。老健施設協会の常務理事です。前回欠席 しま したので、

この間、先生方の資料 を十分に見せていただきま した。既に意見 をほ とん ど言われ て しま

つて付 け加 える ことはないですが、一応私 ども全国老人保健施設協会につ いて紹介 いた し

ます。3,500か 所の施設が加盟 している協会で して、介護保険の 3施設 と言われ る特養 、

療養型 、老健 という 3つ で比べます と、一番の新参者です。生まれて 20年 ち ょつ との介護

施設サー ビスな ものですか ら、逆 に言 うとケアな どについて も古 くか らの しきた りや おき

て とい うものが全然 な くて、フ リーハ ン ドでいろいろなケアが提供でき、研修 もで きる環

境 です 。

私 は協会の中で研修 を担 当 してお りま して(1年 間に 30コ ニズの研修 を企画 し、延べ 1

万 5,000人 ほ どの研修生 を出 してお ります。老健施設の介護職 は、御案内の とお り総合的

なケアサー ビス を提供 しな ければな らず、医師の指示のもと看護師 と協力 して医療 的ケア、

リハ ビリテー シ ョン専 門職 と協力 しての 日常生活 リハ、更には在 宅復帰 という形 で さま ざ



まな介護 メニ ュ:一 を提供 しな ければな りません。そ ういった意味では介護職の中で も総合

職 か なとい うニ ュアンス を持 つています。 ドクター もいます し、ナースもいます し、 リハ

ビ リ職 もいて、彼 らに結構いろいろ言われ なが ら、ただ幸 いな ことに看護職 と介護職の比

率が 1対 3と い うお互 いに議論 しやす い比率 にな つていますので、いい形で看護介護の連

携 を しつか り組 んでい くことで tい いケアができる。そのよ うなケア を提供 しています。

何 が言 いた いか といいます と、介護職 と一 口に言 つても非常に幅が広 いとい うことです 。

例 えば私の専 門領域の精神科でいえば、最近 3障害が一緒にな りま したけれ ども、知的障

害 と身体障害 と精神障害 を比較すれば明 らかに個 々の障害の内容が違 うていますので、障

害者介護 と言 うても安直にひ と くくりに され て議論することは問題ではな いかな と考 えて

お ります。
´
ですか ら、資格の在 り方について も、それはそれで意味が あると思 います。

も う一つ は、介護の世界に入職する際のモチベー シ ョンも問題です 。若 くして この職 に

就 いてT生 涯 これでや つてい こうとい う気持 ちで入 つて くる方 もい らつ しゃれば、 どち ら

か とい うと扶養 家族枠の中で働 きたいとい う方、あるいは家庭 も大事 に したい しお子 さん

もいるので 、その中で社会参加 したいとい う方 もい らっ しゃるとい う、そ もそもス ター ト

の際の 目的 も違 うて くる。介護についている者は多様な思 いが混在化 しているのかな と思

つてお ります。

そのよ うな中で、今回、600時 間 とい う大 きなものをつ くつてい くことには賛成 なので

す けれ ども、今言 つたような介護職にはいろいろなパ リエー シ ョンが あ り、それ に参加す

る方 にもい ろいろなモチベー シ ョンの高 さが ある、濃 さもあるとい うことを含めて議論 じ

て い くことが大事ではないか と思います。

私 どもと しては、キ ャ リアア ップを含めた、長 くこの職に就 いても らうとい う仕組み づ

くりは大賛 成です し、また可能な形で実施で きるのであれば、研修 を積んで更に上位の資

格 を作 ることも賛成です。

一昨年、昨年 と補助金をいただきま して、全老版のキャリアアップシステムというもの

をつ くりま した。この報告書、実は今 日できたところなのでまだ皆さんにお配 りできませ

んが、いかに して介護の方にこの業界に残っていただけるか、これは前の検討会でも言い

ま したけれ ども、キャリアアップの仕組みをつくるのは簡単ですが、その反対側にありま

すそれに見合つた給与体系をどうつくるかということに続きます。キャリアを語るには、

賃金 をどうするかな しには語れません。なかなかそ ういう自由になるお金がつくれない状

況でキヤリア ップシステムを作つても、何 となく片肺かなという感 じは否めません。

あともう一つ、介護福祉士の資格化がらみで言 うと、いわゆる外国人介護職についての

調査研究も実施 し、報告書もできましたので、それもまた皆さんにお配 りしたいと思いま

す。以上全老健は貴重な介護職員のために研修や調査研究を協会を挙げて取 り組んでいる

ことを御報告 します。 どうも失礼 しました。

○駒村委員長 どうもありがとうございます。では、引き続き事務局より、資料の御説明

をお願いいた します。



○ 事 務 局  続 きま して 、配 付 資料 の確 認 を させ て いただ きた い と思 います 。

本 日は 、 資 料 1～ 5、 及 び北 村委 員 よ り御 提 出の 資料 I、 また資料 番号 は付 して お りま

せ ん が 、 田 中委 員 よ り御 提 出の 「600時 間養 成課 程 に関 す る意 見」 を配 付 させ て いただ い

て お ります 。

欠 けて い る資料 が ございま した ら、事 務 局 ま で お 申 し出 くだ さい。 な お 、机 上 に あ るの

は前 回 の 資 料 で ご ざ います 。乱 丁 、落 丁 な ど ご ざい ま した ら、事務 局 ま で お 申 し出 くだ さ

い。

以上です。

○駒村委員長  それ では、議事 に入 りたいと思います。

本 日は、議事 1「 今後の介護人材養成の基本的な方向性 に関する論点について」及び議

事 2「 研修等実施状況調査 (案 )の 内容について」 を議論 したいと思います。

まず、議事 1に ついて、資料 に関す る説明を事務局よ りお願 いいた します。

O泉 福祉 人材確保対策室長 それでは、議事 1の ための資料 と しま して、お手元の資料 1、

資料 2、 資料 3を 御説明いた します。まず、資料 1で ございますが、 これ は前 回説 明 させ

ていただ きま した資料に、委員の皆様か らいただきま した御意見 を加 えたもの とな ってお

ります。

1ペ ー ジ ロです けれ ども、 この図は前 回と変わ つてお りません。

2ペ ー ジ ロ「今後の介護人材養成の前提」でございますが、これ も前回 と変わ つてお り

ません。か いつまんで申せば、人口構成の変化のために、国民の介護ニーズが拡大 し、介

護職員の確保が必要 であること。また 、介護人材 に求め る役割が多様化、高度化 している

とい うこと。そ して一方では、相対的に労働 力人 口が減少 しているとい うこと。その状況

の中で人材の量的確保 と資質向上を両立 して行 くという観 点か ら、養成システム を考 えて

い く必要が あるとい うことで こざいます。 3ペ ァ ジロか らは資料の構成 を若干変 えて い

る部分 もあ ります けれ ども、基本的には同様の構成 に してお ります。そ うした 中で、点線

で囲われ ているところが ございますが 、 これが委員の皆様か らいただいた意見 を簡潔に整

理 させていただいた もので ございますも順 を追 って説明 を申 し上げます。

「人材養成 に関す る論点」で ございますが、「介護福祉士資格取得までの介護 人材養成の

体系について」 とい うことで、「(1)養 成の 目標・体系」が ございます。

量的確保 と質の向上 を両立 させる観 点か らどう考 えるか。まず:参 入ルー ト、資格取得

ルー トについては、多様 な人材が参入 できる入 り口を維持すべきとい う御意見 、また養 成

校ルー ト、実務経験ルー トの 2つ は将来的にも維持すべ きという御意見が ございま した。

介護サー ビス利用者の視点から、認知症、医療二=ズ を持つ人への対応、尊厳を支える

ケア、個別ケア、小規模多機能ケアの実施といつたことが重要という御指摘が ございま し

た。

介護福祉士資格の位置づけにつきま しては、多様な人材を参入させるか らこそ しつか り

させるべきという御意見。ある程度のハー ドル、見識、スキルがなければ資格 とは言えな



い とい う御 意 見 。業 務独 占化 を 目指す べ き との 御意 見 が ご ざいま した。

また 、 ヘ ルバ ー 2級 研修 、基礎 研修 、600時 間課 程 に つ いて で す が 、複 雑 化 した体 系 を

シ ン プル に し、 既 受講 歴 を積 み 重ね る よ うにす るべ き とい う御意 見 をいた だ きま した 。

4ペ ー ジ ロの 介護 福 祉 士 の 役割 と他 の専 門職 との 分担 に つ いて で ございます が 、専 門 職

と して の 介 護 福 祉 士 が担 うべ き ことと介護 職 員や ボ ラ ンタ リー な 人材等 との連 携 に よ つて

行 われ るべ き こ とを整理 す べ きで はな いか 。 ま た 、一部 の 業 務 の 独 占も含 め て役 割 を考 え

て い くべ きで は な いか 。 そ うい つた御 意 見 が ござい ま した 。

実 務 経 験 者 が 介護 福 祉 士 資 格 を取 得 す る上 で ,ど の よ うな到達 目標 、 また教 育 内容 に つ

いて考 え るか で ございます が 、介護 の根 拠 等 を理 解 し、説 明 で き る よ うにす る こ とが 必 要 。

500～ 600時 間程 度 の体 系 的 な基礎 教 育 は必要 。ヘ ルパ =研 修 を充 実 させ れ ば よ く、基 礎 研

修 、600時 間課 程 は不 要 との御 意 見 が ご ざい ま した 。

5ペ ー ジロ、初任段階の介護人材の養成にういてで ございます。介護人材の参入め間 ロ

を広 くと らえる観点か ら、入職段階の研修 を位置づけ、教育 内容 について どの よ うに考 え

るかで ございます。

も う一度再掲 でございますが、多様 な人材が参入で きる入 り口を維持すべ き。ヘルバー

研修は必要 との メ

'セ
ー ジを明確に出すべ き。ヘルパーのみの資格 とい う位置 づけ 。名称

を見直 し、拡充すべ き。ヘルパー研修 か らの就業率は低 いので、ハー ドル を上 げて基礎 研

修 に移 行すべ きとの御意見が ございま した。

入職段 階における研修以降の中間的な能力形成 。キ ャ リアア ップとい う点につきま して

は、現在 の基礎研修 は位置 づ けや受講 メ リッ トが不明確、見直 しが必要 との御意見が ござ

いま した。ヘルバー に対す る利用者のニーズが幅広 くな つてお り、コ ミュニケー シ ョン、

ソ下シャル ワー ク的な研修 が必要。また、ヘルバー 1級 研修 は存続するか新たな教育 を考

えるべ き との御意見が ございま した。

6ペ ー ジ ロ、研修 受講支援策についてで ございます。現任の職 員の方 々が働 きなが らで

きるだ け身近な地域 で無理 な く受講で きるよ、う、 どのよ うな対応が必要か とい うことで ご

ざいますが、まず実習施設 につきま してはどう考えるか。イ ンター ンシップな どを取 り入

れ るべ き。また、事業所によ つて体系的な研修 をや つているところとそ うでないところが

ある。学 びのための 多様 なイ ンフラを整備活用すべ きとの御意見が ございま した。

通信課程 につきま しては、できるだ け減 らすべ きとい う御意見 、600時 間課程のス クー

リングは 6日 程度で働 きなが ら受講 しやす いのではないか との御意見が ございま した。

事業者 団体等が行 つて
~お

られます外部研修 につきま しては、 しつか り行 つているさま ざ

まな研修 を読み替える仕組みが必要ではないか との御意見 をいただ きま した。

講師の派遣等 による授業形態 を取 り入れ る ことをどの よ うに考 えるかですが、教 員が 出

向 く教 育 な どを取 り入れ るべ きとの御意見 をいただいてお ります。

代替職 員の確保につきま しては、600時 間の費用 をだれが負担す るかはきちん と議論す

べ き。また 、代替職 員確保への支援が必要ではないか との御意見 をいただ いてお ります 。



フペ ー ジ ロ、 チ ー ム リー ダー 、施 設 長 等 の段 階 に な られ た方 々に対 す る論 点 で ご ざい ま

す 。専 門介 護 福 祉 士 の在 り方 につ いて どの よ うに考 え るか とい うこ とにつ きま して は 、 医

療行為や障害への対応などを含め、専門介護福祉士について検討すべき。また、介護福祉

士の上位の研修 を設 け、キャ リアデザインを描 ける仕組み とす ることが必要 との御意見 を

いただいてお り.ま す。             ′

介護サー ビスチームの リー ダーや管理者の育成、資格 の在 り方についてで ございますが、

離職 を防止す るために、資質向上が必要。また、マネ ジメン トできる管理者の育成が急務

であ り、 ここに

「

定の支援や評価が必要ではないか との御意見 をいただいてお ります。

8ペ ー ジにつ きま して、その他の論点 と して挙 げてお りますが、特に働 きなが らキ ャ リ

アア ップを して い くことを支援す るための制度的対応 につきま しては、魅 力ある職場がな

いと負担 を強 いて資格 を取 ろうとは思わない。現場は求め られ るものは多いが処遇 は低 い

との御意見 をいただきま した。

介護サー ビスの進展に合わせて、基礎教育の内容 を見直す仕組みの在 り方につきま して

は、常に実線か らカ リキュラムが リフ レッシュされる ことが必要 との御意見 をいただいて

お ります。

福祉・保健 医療関係人材の確保や横断的なキャ リア形成のために、資格 共通的に教育や

キヤ リアパス を形成す る道筋 をどの よ うに考 えるかにつきま しては、将来的な方向性 と し

ま しては tケ ア を広 くとらえて保育・看護・ リハ等も含めた共通の横断的なキ ャ リアパス

をつ くることも念頭に議論 しては どうか との御意見をいただいてお ります 。

以上 で ございま して、前回の御議論 を基に事務局で整理 させていただいたもので ござい

ます。また整理の仕方も含めて御意見があろうか と思 いますが、後ほ ど委員長の采配 に よ

る御意見 をいただ ければと思 つてお ります :

資料 2で ございます。これ は前回出 させていただきま した資料ですが一部追加の資料が

ございま して、その点だけ御説明申 し上 げ
｀
ておきます。

16ペ ー ジ ロで ございますが、実務経験者に対する 600時 間課程のね らいにつきま して 、

資料 を出 させて いただいてお ります。

17ペ ー ジロに おきま して、600時 間課程の教育内容 につ きま して、資料 を追加 させ てい

ただいてお ります 。

18ペ ー ジ ロ以降は前回と同 じ資料が並んでお ります 。

次に資料 3に ついて御説明申 し上 げたいと思います。資料 3で ございますが、 これは 3

月 5日 ～ 4月 4日 まで、厚労省のホームペー ジにおきま して御意見の募集 を してお りま し

た結果についてま とめたものでございます。

表題が ございますが 「介護福祉士の資格取得方法の見直 しに関す るご意見の募集 につい

て」 とい うことで ございま して、 3月 5日 ～ 4月 4日 まで募集 を してお りま したが、全部

で 2,555件御意見 を賜 つてお りますが、その うちの有効 回答は 2,423件 で ございま した。

本 日、初めて この場で公表 させていただ くもので ございます。



これ は そ もそ も前 提 とい た しま して 、厚労 省 のホ ー ム ペー ジを通 じて御 意 見 を お寄 せ い

た だ い た ものの 集 計 で ござ い ま したの で 、 いわ ゆ るサ ンプル調査 で は ご ざいませ ん 。 そ う

い つた 前 提 で統 計 処 理 を させ て いただ きま した 。

1ペ ー ジ ロの 中 ほ どか ら回答者 の属 性 で ご ざいます が 、一 番 多か つた の は介 護 サ ー ビス

従事 者 で あ り、 か つ 介 護 福 祉 士資格 をお持 ちの 方 が 1,160名 ほ どいた だ いて お り、 そ の 次

が介護 サ ー ビス 従 事 者 で あ つて、介護 福 祉 士 の 資格 が な い方 635人 'と
い うこ とで ご ざい ま

した 。

その 下 です が 、在 宅 サー ビス に関わ つて い らつ しゃる方 は 6割 近 くございま した 。

2ペ ニ ジ ロ、年 齢 層 は 40～ 49歳 の方 に非常 に 多 くいた だ い てお ります が 、30代 と 50代

もそれ に次 ぐ多 さ とい うこ とにな つて お ります 。

そめ次 、中身で ございます。御意見の内容で ございますが 、介護福祉士の資格の取得 に

つきま して、6ヶ 月以上の養成課程の義務付 けの方向性につ いては、およそ「良い と思 う」

「良 くな い と思 う」「どち らともいえない」が拮抗 してお りますが、「良 くないと思 う」が

多いとい う結果で ございま した。

2ペ ー ジロの一番下の ところ、 6か 月以上の養成課程 につ いて どう考 えるかですが、一

定の養成課程は必要 であるが、 6か 月以上は長過 ぎるが最 も多いとい う結果にな つて お り

ます。          .

3ペ ー ジ ロ、支援 策につ きま しては、「身近 な地域 で受講 で きる環境が必要で ある」が

597%と い うことで一番 多い結果でございま した。

属性房1に 見たク ロス集計 が 4ペ ー ジロ以降につなが つてお ります。回答者属性 によるク

ロス集計 ですが 、4ペ ー ジ ロの (1)介 護サー ビスの従事者 (介 護福祉士資格 あ り)の 方 々

は 1,160名 お られ ま したが 、その方々についての集計で ございます。

質問 4の ところ、義務づ けの方向性 については、 6か 月以上の養成課程 を義務づける こ

とについて 「どち らともいえない」 という方が一番 多 く、 4割 程度 で ございま した。 6か

月以上の養成課程 についての認識につきま しては、 6か 月以上では長過 ぎるのではな いか

とい う意見が半数以上 とい うことにな つてお ります。

5ぺ =ジ ロ、支援策につ きま しては、身近な地域 で受講できる環境が必要であるとい う

御意見 を一番 多数 いただいてお ります。

5ぺ ニ ジ ロの中ほ どか ら介護サー ビス従業者 で介護福祉士資格のない方の集計 で―ござい

ます。義務付 けの方 向性については、「良 くないと思 う」は少 し比率が 多 くて半分 ぐらいで

ございま した。 6月 以上の養成課程の認識につきま しては、 6か 月以上では長過 ぎる とい

う方が一番 多い とい う結果 になつてお ります。

そのほか 6ぺ ニ ジ、支援策につきま しては、おおよそ どれ も必要 との御意見が 多いよ う

ですが、やは り身近 な地域 で受講できる環境が必要 であるとされ る方 は多いよ うであ りま

す。

6ペ ー ジ ロの中ほ どか ら介護サニ ビス経営者の方 々か らの御意見 を集計 してお ります 。



175名 で、やは り従業者の方 よ りは随分少な くなつてお りますが、質問 4の ところ、 6か

月以上の養成課程 の義務 づけの方向性について「良 くないと思 うJと いうのが更に割合が

高ま りま して、68%と い うことにな ってお ります。 6か 月以上の養成課程 については、当

面見合わせ るべ きとい う御意 見が多いとい うことにな ってお りま した。

7ペ ー ジ ロ、支援策で ございますが、身近な地域で受講できる環境 とい うところは御指

摘いただ く方が 多い。ただ、ほかの御意見 も多いようで ございます。

次に フペー ジ ロの真ん中ほ どか ら介護サー ビス利用者・家族その他の方々 とい うことで、

これは人数が少 ないよ うであ りま して 37名 でございますが、良 くないとされ る方は 6割 強

とい う数字が ございます。

その後は質問 5、 6、 同様 の傾向か と思 います。 8ペ ー ジロの一番下介護 人材教育の関

係者の方 々、266名 か ら御意見 をいただいてお りますが、 6か 月以上の養 成課程の義務づ

けが「良いと思 う」 とおっ しゃった方が半数以上 いらっ しゃいます。     
｀

9ペ ー ジ ロ、 6か 月以上の養成課程が必要であるとされ る方 は 39.5%と い うことで、や

は リー番 多 くな ってお ります。

その次、支援策につ きま しては、身近な地域で受講できる環境が必要で あるとい う方は

6割 以上 とい うことにな ってお ります。

医師・看護師等 医療関係者 につきま しては、41人 の ご意見 をいただいて お りますが、中

身を見 ます と、 6か 月以上の養成課程が 「良いと思 う」 とい う方が半分 ぐらいいらつ しゃ

いま した。

10ペ ー ジ、養 成課程が必要 であるとい う方が 3分 の 1ぐ らい、6か 月以上 では長過 ぎる

という方 も 3分 の 1ぐ らいということで拮抗 してお ります。

支援策につきま しては、段階的に受講できるよ うにす るとか、身近な地域 で受講できる

ようにす るとい う御意見 を多 くいただいてお ります。その他の属性につきま しては、 どこ

の場では御説明は省略 をさせ ていただきます。

そのほか、 自由記載欄 を今 回の御意見募集の中では設 けさせ ていただきま した。なかな

かどの意見が重要 である、 ということをこの場で申 し上 げるのは適当ではないか と思 いま

すが、かいつまんで御説 明を申 し上 げます と、12ペ ー ジと 13ペ ー ジは 6か 月以上の養成

課程 を義務づける見直 しの方 向性に肯定的な意見についてま とめて ございます。

介護サー ビス従事者の方 々か らは、国家資格である介護福祉士については、 あ くまで質

の向上 を目指 してい くべ きというよ うな こと。

介護福1祉 士資格のない方にうきま しても、資格 を取得 し、本人の資質が向上す ることは

非常によい ことであるとい うょうなものが あ ります。

介護サー ビス経営者の方 々にも、肯定的な意見 をいただいてお ります。

また、介護サー ビス利用者・家族その他 の中でも、実務経験のみな らず 、倫理観 を養 つ

ていただ きたい。 あるいは じっか りと した教育を受けて、利用者が納得で きるよ うな介護

を提供 してほ しいとい う意見 をいただいてお ります。



介護 人材教育機 関関係者の方々か らは、一定のカ リキ ュラムに基 づいて養成すべ き。養

成校 の学生の減少 との関係 も一緒に検討され るべ き。

また 、医師・ 看護師等 医療 関係者か らは、知識 あるいは技術の強化 といつた御意 見 をい

ただ いてお ります。

14ペ ー ジ ロ、15ペ ー ジ ロにつきま しては、6か 月以上の養成課程 を義務づける見直 しの

方向性 について否定的な御意見をま とめてお ります。

介護サー ビス従事者の うち、介護福祉士資格 あ りの方の中で、資質向上 よ りもまず は人

材確保 が優先 され るべ き。介護職員には時間的余裕がな く、600時 間課程 を受講 して も、

メ リッ トが少ないといつた御意見 をいただ いてお ります。

介護サー ビス従事者の 中で介護福祉士資格のない従事者の方 々の中では、実務経験 3年

でもハァ ドルが高 い。600時 間の教育課程 ではな くて、合格者 に対 しての講習 もで きない

か。 あるいは 20～ 30万 の負担 は厳 しいとい う御意見 をいただ いてお ります 。

介護サー ビス経営者の 中では、人材不足の中で業務 を休 まれ て しま うのは厳 しい。 も う

少 し短時 間で効果の上が る内容にできないか。60代 のヘルパーが多い現状 で、600時 間の

養成課程 を受講 しなけれ ばな らないというだけで気力が減退 して しま う懸念が ある。また、

実務 3年 で介護福祉士の資格が取得 できる ことが大 きな 目標 にな つているので とい う御意

見も ございま した。

15ペ ー ジ ロの 中ほど、介護人材教育機関関係者の中では、基礎研修修 了者 については総

枠 600時 間の範囲内にす ることとか、経済 的負担の軽減が必要 。時間数 を短 くして も、逆

に評価 制度 を導入する ことで質の確保 を図るべ きではないか とい う御意見 をいただ いてお

ります 。

医師 ・看護師等医療関係者 の間か らは、国や県の助成金が看護師はあるけれ どもt介 護

福祉士 は働 きなが ら学校 に通 うのは難 しいのではないか とい う御意見 をいただいてお り|ま

す。    '

その他 、 16ペ ー ジロと 17ぺ =ジ につきま しては、その他の御意見 を記載 させ ていただ

きま した。

資料の説明は以上でございます
`

○駒村 委員長 資料の御説明、あ りが とうございま した。

それ では :「 今後の介護人材養成の基本的な方向性に関す る論点」について、これ は資料

1で すね。各委員の御認識 、お考 えをそれ ぞれ発言 していただ きた いと思 います。

なお、本 日は北村委員、田中委員か ら資料が提出されてお りますので、北村委員、 田中

委員の順で御発言 をいただき、その後、各委員か らの御発言 をお願 い したい と思 います。

よろ しくお願 いいた します。     ・

o北 村委員 あ りが とうございます。 1番 目に御指名いただ きま して、資料 にあ ります と

お り、論点は この資料の 中にすべて書かせ ていただきま した。それ ぞれ今、御説 明の 中の

資料 1、 点線の囲みの中に入 つてお りますので、十分に反映 されていると思 つています。



特 別 繰 り返 す こ ともな いの です が 、まず は参 入の 入 り回のハ ー ドル を低 く して いた だ き、

か つ 、 その 後 の 研 修 、教 育 、キ ャ リア ア ップ と実務 経 験 を含 め て そ うい った もの を是 非 検

討 いた だ きな が ら総 合 的 に 、先 ほ ど前 段 に平 川委 員の お話 に あ りま した と お り、他 職 種 か

らの参入が あ りますので、そ ういつたもの をちゃん と見極めなが ら、それ ぞれ将来的に安

心 して この仕事 を長 く続 け られ るというよ うなところを目指 して、イコール当然処遇改善、

給与体 系がそれ ぞれのキ ャ リアになつて組 まれてい くということを考 えて いきたいと思 つ

ています。

若干資料の 中には極論で書かせていただ きなが ら、皆 さんの反論のある ところだ と思 い

ます けれ ども、実際的には見直 しであった り、ちゃん と積み上 げてい くとい うところを生

かされ るとい うことが必要 なのだ ろうな と思 つていま して、是非そ うい ったシステム、教

育体系 をつ くつていただ きたいと思 っています。

資料_1ペ ァ ジ ロ、前段の ところは是非、産業 と して育てていただ きた い とい うところの

お願 いと、当然制度の持続性 とい うのも、制度本体の システム もあ ります が、やは り御利

用者が安心 して使 える、そ してまた働 く人が安心 して仕事でき、将来 目指 していけるとい

うことが一番 重要 な ところだ と思 つています。

資料 4ペ ー ジに ございます けれ ども、既 に御案内の とお リー部新聞記事 でも 4ペ ー ジロ

の 5番 の中段 、 日本版 NVQ(職 業能力評価制度)と 報道記事でも下部 出てお ります けれ

ども、そ うい った制度 も 7月 か らつ くられ るということでもあ ります し、 もう一方で経済

産業省の中で もつ くられているのですが、 日本版の CSI。 要は顧客満足度 プラス αの評

価基準 といつた ものも在宅介護分野でも一部取得 している会社 もあ ります 。

また、病院 とか さま ざまな医療機構の中でもクオ リテ ィー イ ンデ ィケー ター、制度の 中

で国民の納得 の得 られ るような、また得 るための介護の質を可視化す るとい うか、数字化

するとい うよ うな ことも指標 をつ くろうとい うような動 きもあ りま して、そ ういつた もの

も既に世の中 で もかな りでき上が ってお ります し、他産業でも十分 あ りますので、そ うい

ったものを介護分野、医療分野でも入れてい くとい うことを検討 しなが ら導入できれ ば と

考えて いる次第 で ございます。         1

そのほかに も私 どもの提案 としま して、厚生労働省の労働省サイ ドで もジ ョブカー ドで

あつた り、標 準 化であうた りとい うことは進め られてお ります。そ うい った さま ざまな検

討材料 を集め なが ら、最終的なキ ャ リアパスの制度であうた り、処遇の改善であつた り。

もっとも問題 は最初に御指摘が ございま したように、処遇 とのバ ランス を どうとるか。 こ

こは ど うして も各法人であった り事業体であつた りとい う所で差が ある と思 います けれ ど

も、そ ういった もののある程度指標 まで含めて提案できるよ うな形になれ ば と望む ところ

で ございます 。 お時間 をいただきま して、あ りがとうございます。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございます。では、田中先生、お願 い します。

○田中委員 あ りが とうございます。前回、 3分 で とい うことで大変慌 ててお話 を したも

のですか ら、十分説明ができな くて申 し訳 ございませんで した。



そ こで感 じま した ことは、600時 間 も勿論 そ うです けれ ども、全体的な議論 を しなが ら、

これか ら介護福祉士 を どう考 えるのかな とい う、その 日はそ うなると思 つていたので ござ

います けれ ども、600時 間 とい うことが随分皆 さん方の関心が高 い とい うことで、それ に

焦 点 を当てて考 えてみ ます と、委員間の 600時 間過程の中身について余 リコンセ ンサスが

ないよ うに思 いま した 、私たちは福祉医療機構か ら研究費をいただきま して、 3月 に 600

時間養 成課程の実施に関す る報告書 っ くりま した。それは恐 らく皆 さん方のお手元に行 く

と思 います けれ ども、我 々は この厚労省が新 しく考 え出 した昨年か ら始 ま った新 カ リの介

護福祉士の養成 とい うのは どういうもので あるか、それ を 600時 間で どうい うふ うに考 え

るのか。 この点 を今 日 2ペ ー ジのペーパー に集約 させていただきま した。

簡単 に申 し上 げます と、 1つ は皆 さん方の特に現場の方の懸念 は、600時 間 とい う時間

が大変負担に感ず るとい うことで ございます けれ ども、実は我々は現場 に最 も適 した方法

は何か ということでいろいろ議論 しま して、通信教育が適切 であると結論 いた しま した。

それ も放送によるものは右か ら左にな つて しま うので、手元 に残 る印刷教材 とい うことで

1年 半 ほど議論 してきたわ けで ございます。

それ は基本的には 1,800時 間 を 600時 間に集約 して、効率 よ くわか りやす く現 場の方に

学んで もらお うとい うコンセ プ トでや ってお ります。ほぼシステムはでき上が りま した。

そこで、なぜ 600時 間というものをやる必要があるのかというのが 2点 目の議論でござ

いますけれども、ここにございますように、新カリは昨年から始まっておりますが、新 し

い概
‐
念の介護福祉士をつくろうということを厚労省が始めたわけでございます。これは御

承知のように、1981年 の国際障害者年のときに考えられた障害者観、2001年 の新 しい障害

者観 をつ くつた ICFと いう概念でもって、そ うい う理念に基づいて介護過程 を展開す る

ものです。考 える介護福祉士 をつ くろうということで、新 しいカ リキュラムが始 ま り、養

成校 はもう既にそれ を始めてお ります 。

それ は結局 ど うい うことか と申 します と、介護における自立 と尊厳 とい うもの を目的 と

す るために専門職が携わ るということで、 こうい う養成課程 が必要だ と考 えているわ けで

あ ります。今度 のカ リキ ュラムでもう一つ大事な点は、介護過程 です。その人の 日常の心

身機能と活動と参加というものをいかに展開して、尊厳のある自立したケアをするか。こ

こが一番のポイントでございまして、こういうことを600時 間の中で集約して教育しよう

と考えております :

そ して最後に学習では 1年 間 どうやるのか とい うことでございます けれ ども、印刷教材

に よる通信は 1年 以上 とい うことになつて お ります。一番の問題はスクー リングの ことで

あると思います 。通信教育のスクー リングは 45時 間で ございます。実 日数に しま して 6日 、

多 くて も 7日 とい うことで ございます。 これ も従来介護技術講習でや つて お り実績 は ござ

いますので、現場の方 はほとん どこの ことについは負担がないと思 ってお ります 。

そ うい う意味 で是非 ともこの内容 を理解 していただいて、 よ りよい介護福祉士 を育 てる

ために皆 さん方 のお知恵 を出 しても らいた いと思 つてお ります。
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以上 で ございます。

○駒村委 員長  どうもあ りが とうございま した。山井政務官が御ヨl着 され ま したので、政

務官よ りごあい さつをお願 いできれ ば と存 じます。

○山井厚生労働 大臣政務官 突然で 申 し訳 あ りません。今、 日本介護福祉 士養成施設協会

か らお話 が あ りま したので、あとも う一方 ぐらいお話 を聞いた上で、発言 してまた失礼 さ

せても らいます 。申 し訳 あ りません。

○駒村委 員長  どうもあ りが とうございます。今、北村委員か らお話があ つた 日本版 NV

Qあ るいは 日本版 CSI、 さらには労働管理関係部局のデー タあるいは田中委員か らお話

があった報告書 :こ れについては事務局の方で適宜デー タ、資料 を御紹介 、配付 いただ け

れば と思 います 。では、その ほかの皆 さんか らも御意見 をいただきたいと思 います。 よろ

しくお願 いいた します。

どうぞ。

○河原委 員 クラフ トユニオ ンの河原でございます。前 回、初めて発言 を させ ていただ き

:ま して t私 たちの働 く立場か ら御意見 をさせていただ きま したけれ ども、後 で議事録 を読

ませて いただいて、多少私の発言が誤解 とい うよ りも、第 1回 にもかかわ らず お立場の あ

る方た ちを余 りしつか り考 えないで発言 しま して、誤解 を招 いた ことがあるとす るな らば

恐縮で ございます し、訂正を しておきたい と思 うんです。

前 回 、私 は 500時 間 、600時 間が 要 らな いの で はな いか な とい う発 言 を させ て いた だ き

ま した 。 これ に つ きま しては 、勉 強 しな くて もいいだ とか 、場 数 を踏 め ば何 とか な るだ と

か 、す べ て介 護 の質 は現 場 に あ るだ とか 、 そ の よ うな こ とを私 は言 ったつ も りは ご ざい ま

せ ん 。 そ の よ うに誤 解 され て いな い とは思 います けれ ども、私 ども現 場 の 者 た ち と話 を し

ま して 、 常 日ご ろ接 す る機会 が 多 いん です けれ ども、現場 の者 た ちはす ご く勉 強 を した が

って い ま す 。

私 が 提 供 して い るサー ビス が い いの か ど うか とい うこ とを本 当に不 安 に 思 つて いて 、検

証 した い 、 だれ か客観 的 に評 価 して も らいた い とい うの も確 か に持 ちてお ります 6知 識 も

系統 立 って勉 強 した い とい う気持 ち も持 つて お ります 。

しか し、実 際 に 500時 間だ とか 600時 間 だ とか そ うい つた ことの話 にな る と、 い ろ い ろ

話 が変 わ つて き ます 。例 えばサ ー ビス 提供 責 任者 の方 た ちに お話 を します と、実 際 労 務 管

理 して い る従 業 員が 1人 ある いは 2人 が この 600時 間 を受 けた いだ とか とい うこ とに な つ

て くる と、途 端 に ロー テー シ ョンの 仕 事 が 回 らな い。施 設 の方 も しか るべ く同 じよ うな理

由で ご ざ います 。

例 え ば組 合 と しま して も、600時 間 を受 け るな り何 か して講 習 を外部 で 受 けて 、そ の 間 、

職 員が 補 充 され ます 。 イ メニ ジ と して その 方 た ちが無 事 に修 了 を終 えて、 ま た め で た く資

格 を取 つて帰 つて きた ときに 、補 充 して い る人が い るわ けですね 。 この方 た ち に対 して新

しい資 格 を取 つて立 派 にな つて帰 うて きま したか ら、 で は元 に戻 つて も らえ ます か とか そ

うい うわ けに も なか なか い きに くい と ころは ある。 そ うい つた ことを考 え る と、か な り現



実的ではないな というのが 1つ あ りま した。

経済 的な話 です けれ ども、 3年 間の実務 を受けている方たち とい うのは、それな りに忙

しい仕事 を与 え られている方たちだ と思います。 しか し、賃金 の方 は皆 さん御存 じの よ う

に上が ってい くシステムはなかなか取れな いものですか ら、余 り変わ つていかない。つま

り、忙 しい方 でお金のな い方が、時間がかか つて多分 お金 もかか るだ ろうものに挑戦 して

い くわ けですか ら、 これ はその意欲がわ くだ ろうかな というと甚だ疑間です。

私 もヘルバー 2級 をと りま したけれ ども、あの ときでも 130時 間だつたかな、 フ～ 8万

円で ある会社 で受講 しま したけれ ども、これ が 600時 間になる と、単純計算 します と恐 ら

く 30万 ぐらいになるのかな という気は します。このお金が払え るのか どうか とな つて くる

と、意欲 は当然 あ ります じ勉強 したい と思 つている方は多いけれ ども、 この経済的な負担

があるとどうなのかな とい うこともございます。能力はア ップす るのですか ら金銭 的 な こ

とは二の次 、三の次 と言 われて しまえばそれ まででございます けれ ど:あ とは これ も前 回

出て いま した けれ ども、苦労 して時間 も費や して取 つた資格に、では帰 つて きた ときに専

門的に介護福祉士 しかで きない仕事が あるか といつた ら、これ は現実的にはないのではな

いか と思 います 。

この前 も高校の ときにそ ういう養成 を受 けて国家資格 を取 つた人、介護福祉士 を実務経

験 3年 の うちに取 つた方 と話 .し ま した けれ ども、介護福祉士 という資格 を取 つた ことに対

して知識 は多少増 えているが、では現場で特 に何か仕事があるか といつた ら、実はそん な

にないんです とい うことで した。た とえは よ くないです けれ ども、私が利用者 と します 。

ここに実務経験 3年 で介護福祉士 を取 つた 5年 目の方が いらつ しゃる、 2級 ヘルバー で 1

年選手 、無資格 で ¬年間働 いていらっ しゃる方がいると します 。利用者である私 に対す る

3人 のサ Tビ 不の質が変わ るか と言 つた ら、それは変わ らない と。チーム ワー クでや うて

いますか ら、サー ビスの技術に余 りで こぼ こがあっては当然いけないわ けです。そ うな つ

そくるとそういう専門的な業務独占的な仕事が介護福祉士にあればいいんですが、なかな

かそういうものが用意されていない。それが 1、 つ。

最後に、やはり処遇の話になりますけれども、私たち働く者からすれば、国家資格でも

専 門 的 な仕事 が任 され る よ うな ことが 生 じるの で あれ ば 、 1万 円の 平 均 な ど とい う こ とで

はな くて、ある会社で 5,000円 だとか 1万 円だとが ありますけれども、我々にとつては 3

～ 5万 円 ぐらい変わ らないと資格を取つてみようという気にはなかなかならないのではな

いかなと思います。

私は結論としま しては、勿論こういった資格はシンプルになつた方がいいのです、間口

はきちっと広げておいて、130時 間プラス何か。医療的な知識でまさか 130時 間で勉強で

きるとは思いませんけれども、最初の入 り日の登竜門としては少々レベルを高 くして、あ

とはいろいろ働 く者に聞きますと、もう勉強は一生だと言うわけです。限度がないという

ことなので、日々勉強の意欲は当然ございますので、そういつた意欲を汲みつつ、介護福

祉士国家試験が受験できるような場所だとか回数だとか頻繁に与えていけるようなシステ

，
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ム。勉強 した もの を認証 してあげて、検定試験 と言 つた ら言 い過 ぎかも しれ ません けれ ど

も、そ ういつた もの を用意 してあげて質を高めてい く方がよ り現実的ではないのかな とい

うことで申 し上 げさせていただ きま した。

も し私の言 つた ことで前回誤解があるよ うで した ら、説明 といいますか 、弁明 も含めま

して,言 発言 を させていただきま した。

以上 です。 あ りが とうございま した。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございます。専門職は学習意欲が高 いとい うのは どの分

野でも同 じだな と思 つてお ります。政務官におかれ ま しては、適切なタイ ミングで御発言

いただ ければ と思 います。

ほか、委員の皆様 、いかがで しょうか。活発な御意見 をいただ きたいと思 います。

どうぞ。  |

〇馬袋委員 介護の仕事の共通的な理解の参考資料 と して、委員の皆様 にはお送 りさせて

いただ きま した。民介協の方で製作発行 したケア「Care」 という冊子 を、高校生の方 々に

介護の仕事は どんな仕事か とい うことでお配 りいた しま した。

約 2万 部つ くり、高校の方に、就職 とか進路指導の先生方にお送 りしたのですが、非常

に高 い反応が あ りま した。そ こで介護の仕事はす ご く魅 力がある仕事 と再認識 していただ

きま した。介護 とい う仕事について、実は ここにい らっ しゃる委員の皆 さん、私 もそ うな

んで しょうけれ ども、介護の仕事 とは一体何 をもって介護の仕事 と しているのか とい うと

ころが意外 と整理ができていな くて、国民の皆 さんへ全体的な ところに体系 をちやん と整

理 してお示 しを しないといけないのではないかなとい うの を非常に思いま した。

なぜか と言 います と、それ までは学校の 中で介護の仕事に就 くなどとい うのは 3Kな ど

のイメニ ジが強 く、とんでもない と思 つて いた とい う人たちが こんなすば らしい仕事だ つ

たのですね とい う回答が多 く返 つてきたということは、そ こに 1つ の答 え もあるのではな

いかな とい うのが 1点 です。 これ は介護の人の人材 を確保す るという入 り回の ところに幅

広 く介護の仕事の魅力性 とい うことを しつか りと訴 えるとい うのが 1つ 必要だ と思 います。

それ はなぜか とい うと、 1つ は介護の量の問題 と、介護の専門職 と しての介護 とい うこ

とを少 し体系的にマ トリックスに して、整理 を してお くべ き必要があるのではないか と思

います。

例 えば介護保 険制度に伴 って介護の専門職、介護福祉士 というのがなけれ ば単位 とかの

申請ができな い というサー ビス と、特に介護の専門性の人が いな くても介護 員の人員の枠

と してカウン トできて しまうとい うサニ ビスもあ ります。その面では介護の絶対必要 な量

の確保 と専門性 とい うところをちゃん と整理 を して おかないといけないのではないかな と

思 つています 。

なぜか と申 します と、訪問介護の場合では、最低 でも今は 2級 以上の資格 を持たない と

現場のケアには入れません。 しか し、通所介護の場合で介護スタ ッフ無資格 でも、介護 な

どケアに入 つて います :施 設の部分でも多少無資格 の方でも介護 という職 、 トレーニ ング
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を されて仕事 を しているのが今の実態 と してあ ります。      '

そ うい う面では、介護の専門性 といつた ときに、幅広い介護の二=ズ が ある中で、介護

の量 を確保す ることと、介護の専門性 とい うところを整理 しないといけないのではないか

と思 います。私 はその面では介護の専門性 とい うところでは しつか りと勉強 して次 に上位

資格 を目指 していける。そ ういつた ところを しつか り養成す ることとtそ の専 門性 を持 つ

て医療 との連携だ とか、内容の判断がで きた り、 さま ざまな人 を教育できるとい う人材 を

育 て ることが結果 と して介護の量的なもの、また介護 をよ くす るとい う形 にな つて行 くの

ではないか とい うの を思 つています。

も う一点、介護 とい う仕事は、実 は 日に見えません。水の入 つたペ ッ トボ トルで あれ ば

500mlと か入 つている量 もわか りますが 、介護の仕事 は多分が 目に見えないの は、無形だ

か らこそです 。それ を しつか り「見 える化」す るべ きです。一人ひ と りの教育 と、資格 も

含めてその評価 。それ とサニ ビスを行 うサー ビスのプ ロセス をちゃん と可視化 し、そ こを

クオ リテ イー イ ンジケニ ター というよ うな内容で しつか り評価す るようにす る とい う両方

が必要 です。介護の可視化、介護の仕事 の評価性の ところも しっか り整理す る必要 が ある

と思 つ
し
てお ります。  J

以 上です。

○駒 村委員長  どうもあ りが とうございます。専門性 と業務の種類 と質の資す る化 とい う

ことで、ま さにそ こは一体 と して関連 して いるのだ というお話 をいただきま した。 これ は

また整理 していきた い と思います けれ ども、ほかの委員、いかがで しょうか。

石橋委員、よろ しくお願 いいた します 。

○石橋委員 まず、前 回の議論 をお聞き した ときに、共通 しているところは 1つ あ つて、

なん といつて も介護福祉士の社会的評価 を向上 しなけれ ばな らないとい うことにつ いては

皆 さん、共通 された認識 を持 つていたのではないか と思います。そのために必要 なのは、

まず 、介護労働 に対す る評価が十分ではな いということがあ りますので、介護労働 の評価

を高め るために、待遇面の向上 とい うの をまず行 つてい くことと同時に、先ほ どか ら議論

され てお ります ように生涯、意欲 を持 つて介護の現場 で働 けるよ うな仕組みづ くり、キ ャ

リアア ツプの仕組みの構築 ということが何 よ り重要ではないか とい うことであ り、その点

につ いても皆 さんも御異論がないのではな いか と思 つてお ります。

なお :平 成 19年 に社会福祉士及び介護福祉士法の改正が行われた ときに併せ て必要 なの

が人材確保 とい うことで、人材確保の基本指針の見直 しも行われてお りま して、 この指針

には、今 申 し上 げた ことも含めて幅広 く人材確保の対策が示 されてお りますか ら、そ こは

国、行政の責任で しつか り取組んでいただ きたいとい うことが 1つ で ございます。特 に今

は山井厚生労働大臣政務官が来 られてお りますので、私の方か ら言わせて も らいますが 、

民主党の公約 では介護職員処遇改善交付金 など介護職 員の賃金 を月額 4万 円上 げる とお つ

しゃ ってお りますので、その 実現等に向 けて努力 していただ きた いとい うことも併せ てお

願 い した とい うことを思 つているところで ございます。
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ま た 、 キ ャ リア ア ップの仕 組 み 導 入 に 向 けて 、次 の介護 報 酬 改 定 の 中 に介護福 祉 士 の 資

格 を中核 に 据 え て 、一 定 の研 修 終 了者 な ど も介護 報 酬 で評価 の 対 象 に入れ て い くとい う こ

と も是 非 お 願 い した い。

介 護 福 祉 士 の 評価 を高 め て い くた め には 、資格 取 得 方 法 の一 元 化が 必要 で あ り、 これ ま

で は 、養 成 校 を卒 業 して 国家 試 験 を受 けな いルー トと、実 務 経験 3年 だ けで一 定 の 教 育 を

受 けな くて 国 家試験 に合格 す れ ば資格 を取 れ るル ー トが あ つた 。 この よ うな変 則 的 な資 格

取 得 方 法 が ほか の専 門職 と比 べ て資 格 その ものの 評 価 が低 くな る原 因の 一 端 で は な か った

か な と思 つ て お ります の で 、今 回平 成 19年 の法律 改 正 に お いて 、全 て の もの が二 定 の養 成

過程 を経 て 、 国 家試験 に合格 して介 護福祉 士 の資 格 を取得 す る とい う資 格 取得 方 法 の 本 来

あ るべ き姿 に な つたわ けです の で 、 その基 本 的 な考 え方 は守 つて いた だ きた い。

で は一 定 の教 育 課程 につ い て は何 だ とい うこ と を考 えます ときに 、 そ の とき も議 論 が あ

つた と思 い ます けれ ども、資 格 取得 にお い て介護 を必 要 とす る幅 広 い利 用者 に対 す る基 本

的 な介 護 を提 供 で き る能 力 を養 うた め 、11の 到達 目標 が達 成 で き るよ う 1,800時 間 の養 成

カ リキ ュ ラ ム が 必 要 だ とい う ことです 。

た だ し、 そ うは い って も現 場 の 方 た ちに も働 きな が ら資格 を取 つて いただ くた め に 、 実

務経 験 3年 の読 み 替 え を どの よ うにす るの か とい う こ とで 多少議 論 が あ つた と思 い ます け

れ ど も、 実 習 等 を読 み 替 え して も、少 な く とも半 数 ぐらいの時 間数 、 も しくは 8QO時 間 以

上 の学 ぶ べ き内容 につ いては 、必要 では な いか な と思 います が 、それ を 600時 間 に減 ら し

て い るわ け です か ら、 それ 以上 教 育 内容 に つ いて の 時 間 数 を減 ら して しま った ら、本 当 の

意 味 で 受 験 資格 要 件 が担 保 され て い るのか 疑・間 を抱 か ざるえませ ん 。 した が って 、 そ この

と こ ろに つ いて の認識 は きちん と持 つて い ただ きた い。

ま た 、 先 ほ どの ア ンケー トの 中に 、介護 福 祉 士 の 資格 を取 つた者 も答 えて お りま す けれ

ど も、一 定 の 600時 間 以上 の 研修 の 必要 性 の認識 に つ いて は 、資格 を取 つた者 の 回 答 を見

ます と、要 らな い と答 えた者 に比 べ る と、 必要 と答 えた者 が 多い とい う実体 が あ る とい う

こ とは 、 や は り現 場経 験 を踏 ま えて 、介護 福 祉 士 と して働 いて い る方達 は学ぶ こ との 必 要

性 を更 に 認 識 され た とい うこ とで は な いか とい う こ とです 。その こ とも考 慮 して いた だ き 、

一定 の教 育 で学 ぶ ことの 重要 性 に つ いて も認識 して いた だ きた い と思 い ます 。

前 回 も 申 し上 げま したが 、生涯 、介護 の 現 場 で働 いて い くた め に は 、基礎 教 育 の 間 に将

来伸 び て い くた めの種 をま く、将 来 の展 望 を見据 え る、その こ とに つ いての学 び と い うの

が重 要 で あ り、

介 護 福 祉 士 の 質 の担 保 と社 会 的評 価 を高 め るた め に も一 定の教 育 、時 間数 とい うの は 必

要 で あ る と思 い ます 。 む しろ、議 論 すべ き は働 きな が ら学 ぶ環 境 を どの よ うに構 築 して い

くか 、 と い うこ とで は な いか と思 います :

○駒 村 委 員 長  で は 、政務 官 よ ろ しくお願 いいた します 。

○ 山井厚 生 労働 大 臣政 務 官 途 中で 来て ま た途 中 で退 席 して 、本 当 に 申 し訳 あ りませ ん 。

今 、厚 生 労 働 省 内事 業仕 分 け をや つて い る最 中で して 、私 が担 当の政 務 官 な もの で 申 し訳
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ございません。何 よ りも大変 お忙 しい中t貴 重なお時間 を割 いて先生方御主張いただ き、

活発 な議論 を して いただ いてお ります ことに心 よ り御礼 申 し上 げます。

本 当は長妻大 臣 も参加 したいと申 してお りま したが、長妻大 臣は今国会 で答弁 を してお

ります ので、そ うい う関係で来 られな くて本 当に申 し訳 ございません。

3点 、簡単 にお話 をさせていただきたい と思いますが、 1つ は今 日お配 りしてお ります

ように、厚生労働省のホームペー ジで集めま したア ンケー トの結果 を発表 させていただ き

ま した。

これ はもう御議論 され たか も しれませんが、この結果についての 2ペ ー ジでは、質問 4、

介護福祉士の資格取得 について「良 くないと思 う」が 37.3%、 42.6%の 方が 6か 月以上の

養成課程についての認識 は 6か 月以上では長過 ぎるとい うことをお答えになつてい る。ま

た、 5ペ ー ジで介護福祉士の資格 を持 つて いない介護サー ビス従事者 に聞 くと、 6か 月以

上の義務づけは よ くない と思 うが 50.7%と い うことにな ってお ります 。

そ ういう意味 ではまだまだ現場の方々に この方針 とい うのは理解 しても らつていないの

かな とは思いますが、 これはホームペー ジでア ッ トランダムにや つたよ うな形であ ります

か ら、今後 も う一度検討会で調査 を していただけるとい うことですので、是非多 くの現場

の方 々の声 を聞 きなが ら今後議論 を していただけれ ばあ りがた い と思 つてお ります 。

2点 日は、介護 保険は 10年 の折 り返 し地点 と言われてお りますが、私 もつ くづ く感 じま

すのは、やは り在 宅の弱 さとい うことだ と思 います。在宅の弱 さの裏返 しが 42万 人 も介護

施設の待機者が お られ るとい うことで、具体的にい うと在宅の弱 さとい うのは何か とい う

と( 1つ には介護保険がスター トした当初 、必要 と言われていた夜間も含めた循環 型のホ

ームヘル プが 10年 経 つても普及 していない とい うことや、今回、特別養護老人ホームの中

でモ デル事業 をさせて いただ きま したが、たんの吸引や経管栄養 というよ うな医療行為 を

二定の研修 を経 た介護職 員に してもらうとい うことも今後必要 になって くるのではないか

とい うことで、特月1養 護老人ホームでモデル事業も している ところであ ります。そ うい う

意味 では 目指すべ きは、在宅にいても介護施設並みのサー ビスが デ リバ リー とい うか配達

して も らえる。その ことによつて 、望めば在宅であろうが施設 で あろうが、それ を当事者

が選 ぶ ことがで きる、 自己決定。それが介護保険の 目指す理念だ と思います。

これ か ら三世代 同居が減 り、老夫婦世帯が増 えていきます。老夫婦世帯が増 える とい う

ことは、も う先生方 に対 しま しては釈迦に説法ですが、時間の問題でお一人暮 ら しになる

方ボ非常に増 えて くるわ けですね。逆に同居 をされていると夜間の巡回型ホTム ヘル プな

どは入 りに くい。一人暮 らしだつた ら逆に入 りやす いとい うこともあ りますので、私 たち

と して も施設 を当然増やすの と、も う一つは車の両輪で施設並み の施設に近 いサー ビス を

どうや って在宅 に届 けてい くことができるのか、その ことは経済 的な ことを考えて も決 し

て病院や介護施設 をた くさん建てるよ り高 くつ くことにはな らな いのではないか と考 えて

お ります。

3点 日、最後 にな りますが、石橋委員か らお話があ りま したが 、国会審議 でもマニ フエ
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ス トで約束 した 4万 円、ちゃん と上 げて くれ るのか という質問、何度 もいただいてお りま

す。 これ につ いては鳩 山総理 も長妻大臣もマ手フェス トとい うのはほかの項 目もそ うです

が、 4年 以内に実行す るとい う約束になってお りますので、 4年 以内に とにか く全国平均

で月額 4万 円、引き上 げ られ るよ うにこれか らも努 力 していきたい。

具体的には 2年 半で今の介護職 員処遇改善基金がな くな りますので、必ず この 2年 半以

降も続 けていきた いと思 ってお ります。ただ、これ は基金の形になるのか、介護報酬 の形

になるのか、それが半々になるのか、さまざまなや り方があ りますのでまだ決定的な こと

はいえませんが、 2年 半後 もは しごを外す ようなことはいた しません。

そ して これ を続 けていつて、何 とか 4年 以内に 4万 円とい うところに届 くように頑張 つ

てい きヽたいと思 います し、ここは厚生労働省だけの力では不十分です けれ ども、首相官邸

や財務省、今、菅 さんが財務大臣です けれ ども、御理解 をいただきなが ら、今まで も申 し

上 げてお ります ように、私たちの政権では介護 と́い うのは単 なる負担 とかそ うい うことで

はな くて、成長産業で雇用創出であって、最 も社会的ニーズが高 く、夢の持 てるプロフェ

ッシ ョナルが働 いてい く職場だ とい う積極的な介護政策 とい うもの を進 めていきた いと思

うてお ります。

現場 か ら厚生労働省は一番遠 いところにおるわ けで して、現場の皆 さん方の御指導 をい

ただ きなが ら進めていきたいと思 います。

どうか本 日もよろ しくお願 い します。

○駒村委員長  政務官、 どうもあ りが とうございます。

では、引 き続 き、委員の皆様か ら御意見 をいただ きたいと思 います。 よろ しくお願 いい

た します。

では、因委員、お願 いいた します 。

○因委 員 先 ほ ど、石橋委員が言われた こととほぼ同 じです けれ ども、介護福祉士教育は

本来 3年 ぐらいか けてや らなければいけないのではないか と思 っています。それ はなぜか

とい うと、生活 を支援す るとい うことが今の若い方 々には大変難 しいのです 。養成校 を卒

業 され た方がなぜヘルパー にな らないか とい うと、生活援助ができないと言われ るんです。

一般 的に家事援助 といわれていますが、それが大変難 しい。             ヽ

お茶 を入れ て くだ さいと言 うと、お湯のみの中にぼんぼん とお茶の葉 を入れてお湯 をジ

ヤー と入れ てお茶 を入れ るとい う方 々も出てきている ぐらい若い方たちの生活能 力は落ち

ているわけです 。ですか ら、そ うい うところを教育の中でもきちっと押 さえて現場 に出さ

ない と、生活援助は難 しいのかな と。そ,う いうことも含めて 3年 |ぐ らいの学校教育 は本来

必要 であろ うと思 つていますので、そ うい うことを考 えると、600時 間であろうと 800時

間であろうと 1,000時 間であろうと、教育 というの は時間が長 ければ長 ほ どいいとは思 つ

ています。

ただ、現場 を担 つているヘルパーか らすると、クラフ トュニオ ンの河原 さんが お っ しゃ

った よ うに、大変厳 しいものが あるとい うのも理解 しています。それ をどうや つてい くか



の問題 で しょうけれ ども、 1つ は現場が教育す るとい う能力が欠 けています。現場 にベテ

ラ ンの介護職が いな くな ってきている。ベテランになるとケアマネに移行 してい くとかそ

うい うことが あ りますので、現場で教育す るということが難 しい。前回の検討会 でもイ ン

ター ンジップの お話が出ていま したけれ ども、果た してどれ だけ現場が協 力できるのか と

い うのは本 当に疑問視す るところです。

ですか ら、た くさん勉強 させ ることは必要だと思いますが 、その仕組みづ くりをど うす

るかの問題 だ ろ うと思 います。先ほど勉強 した人、資格 を持 つている人 と持たな い人の違

いはな いではな いかな とおつ しやつたので、私はそ うではな いとい うことを言 つておきた

い と思 います。

これ は調査結 果 もあ りま してt例 えば訪間介護の現場で言 うと、サー ビス提供 責任者、

ある利用者 、ヘルパー さん と二者一体でア ンケー ト調査 を した ことがあるんですが、その

結 果 を見てみ る と、やは り介護福祉士 を持 つている人 とか、 2級 で現場経験の長 い人がい

い仕事 を しているとい うデー タが出ています。ですので、そのために私たちは勉強す るん

だ と思 つていますので、大 した経験のない方でもいい仕事 をす る方はお られ るか も しれ志

せ んが、それ は塊 と してみた場合は勉強 している経験 を積んでいる人が必ずいい仕事 をさ

れ る と思 いますが、いかがですか。

○河原委員 反論 していいので しようか。

○駒村委員長 今 日は一通 り皆 さんの御意見 をいただけれ ば と思 つてお ります。長期 的な

志 とい うのは皆 さん同 じだ と思 うんです けれ ども、その プロセスやステ ップが若千違 つて

お ります し、認識 にも幅があると思 いますので、今回は、今 日の時点では皆 さんか らの一

通 りな るべ く広 く御意見 いただければと思 います。

浦野先生、よ ろ しくお願 い します。

O浦 野委員代理  全国経営協の浦野で ございます。今 日は廣 江に代わ りま して、 ピンチ ヒ

ッター でお邪魔 を してお ります。

前 回の議事録 も拝読 をいた しま して、また今 日も皆様方の御意見 をいろいろ伺 いま した

けれ ども、やは り基本的にもっと教育 、学習が必要だ とい うことについては どなた も異論

が ない ところだ ろうと思います。 この 600時 間 とい うことについて二部 には非常 に負荷が

大 き過 ぎる とい う御意見 もあるわ けです けれ ども、問題はいかに して負荷がかか らな い形

で 600時 間な らば 600時 間 という学びを してい くか とい うことで、いかに障
.害

を除去 して

い くか と考 えるべ きだ ろうと思います。

その上で、例 えば何か一定の期間で 600時 間を集 中的に学習 しなければいけない とい う

よ うな思 い込み が あ り過 ぎないかなと思 います。介護福祉士の受験までには最低実務経験

が 3年 必要 なわ けですか ら、 この 3年 間 をか けて こつ こつ と積み上げていって学習 をす る

とい うことも可能なわ けで、む しろそ うい う仕組み をメイ ンに据 えるとい うことが必要な

のではないかな と。何か 6か 月以上 とい うと、「以上」です けれ ども、6か 月間で短期集中

的に学習 を しな けれ ばいけないとい うよ うなこととなると確 かに現場に負荷がかか つて し
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ま う。でも、仮 に 3年 間で毎年 200時 間ずつ と考 えれば どうだ ろうか とも考 えるわ けです。

その上で、 これは資料 も拝見 しま したけれ ども、既存の基礎研修 の話、ヘルパー研修の

話 とこの養成課程 600時 間 とどう接続 させ るのか非常に難 しい :資 料 2の 20ペ ージを見ま

しても、幾 つものルー トによ って時間数が違 って くるとい うことにな ります。

基礎研修 に しま して も、ヘルパー研修に しても、ま さか介護福祉士にな るためには必要

のない学習 を織 り込んでいるとは到底思えないわ けですか ら、そ うい う意 味では トー タル

600時 間の範囲に収め得 るんだ ろうと。も し収め得ないとすれ ば、介護福祉士に必要 な 600

時間以外の ことを何か教 えて いるんですか とい う話になつて しま うので、 この際、幾つも

分立 した仕組み とい うの を一度整理 して、600時 間の中で例 えば第 1段 階 、第 2段 階、第

3段 階 とい うよ うな形 をとつて、例 えば従来のヘルバー 2級 レベルの もの を第 1段 階 と し、

更に第 2段 階、第 3段 階。そ して第 3段 階 を終 了 した ら、介護福祉士の受験資格,で す よと

い うよ うな形でや ってい くとい うことも 1つ の方法ではないかな と思 つてお ります。

その上で、やは り大事 なことは これ も受講 しやす さとい うことです けれ ども、 1つ には

一遍に と らな くてもいいとい う仕組みで、 1つ の科 目ごとに単位 と して認定を してい くと

い うよ うなや り方 もとるべ きではないかな と思 つてお ります。

身近な例 を取 り上 げれ ば、 自動車教習所で 1つ の過程 を受講す るとハ ンコが 1つ も らえ

る、 ここの過程 は終わ りま したね と、 この技能は習得 しま したね とい うよ うな形で運転免

許までた ど り着 くとい う仕組みが あるわけです。それがそのまま とい うわ けにはいかない

か も しれ ません けれ ども、その よ うに して 自分の体暇の取 りやす いときに、自分が今度取

ろうと しているこの過程 をや つているところはどこかないかな とい うよ うに して、 1つ ず

つスタンプを積み上 げていって 600時 間の研修ができるとい うよ うな仕組み も、そ うい う

単位制の よ うな仕組み も考 え られた らいいのではないかな と。そんないろんな工夫 を して

い くと、
'そ

うそ う 600時 間 とい うハー ドルが高 くな らずに超 えていける仕組み とい うのは

つ くり得 るのだ ろうと思 います。                      ′

勿論、介護業務 とい うのは業務独 占に今す ぐ短兵急に進む とは思 えませんけれ ども、や

は り将来 を考 えると、介護福祉士 レベルの教育 を受けた人が介護サー ビスのスタンダー ド

だ とい う状態に持 つて い くとい うことは必要なんだ ろうと思 います。その ためにはそ うい

うよ うなな るべ く勉強 しやす いとい う仕組み をいろいろ工夫 してい くとい う方向で議論 を

す るべ きではないかな と思 つてお ります。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございます。研修 プロセスや知識や専門性の取得 プロセ

ス とい うの を工夫 した らいかがか とい うお話だつた と思います。いろいろな皆 さんの御意

見が あつて、中には相反す る御意見 もあるかも しれ ませんけれ どもtで きま した ら御意見

の背景にな る実態調査 というか ファク トが あればなお さら説得 力が あるか と思 います。 こ

う思 う、ああ思 うよ りは、ファク トをできるだけ委員の皆様 か ら出 していただけれ ば と思

います :
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皆 さん、御意見 いかがで しょうか。

では、川原委員、次にお願 いいた します。

○川原委員 今の浦野委員代理の御発 言に全 く同感な ところです けれ ども、人材確保の間

題 、介護人材の確保の問題はやは り魅 力ある職場に していかない と始 ま らない とい うこと

なんですが、その後 に入 つて こられた方たちが、長 く本 当に資格 を取 つて働 いていけるよ

うな ところに していかないといけない と思 つています。

3年 以上の実務経験 とい う形で言われているわけです けれ ども、少な くとも 3年 以上の

間にきちん とそれ こそ単位制 とい う形 で単位 を取 つていけれ ば、受験資格が生 まれて くる

とい う形に していけば、この介護の仕事に入 つてか らきちん と した 目標がつ くれてい くだ

ろ うと思 います。ですか ら、そ うい う形に持 つていかないといけないのかな と。今回のホ

ームペー ジでの意見 で も、600時 間 というのが非常に厳 しい とい うことにな ります けれ ど

も、 この厳 しいとい うのは養成校 とかで実際に受講 しないといけない:あ るいは通信で受

けないといけない とい う形にな つて くると非常に厳 しいな とい う話だ ろうと思 います。|

ところが、例 えば私 たち小 さな事業者団体ですけれ どもt私 たちの事業者 団体で も認知

症の実践者研修 をや らせていただいて います。実際、それだけでも 60時 間 とか とい う形で

や っています。あるいは現場職 員の研修 なども位置づけてや つているわ けです。ですか ら、

そ うい うものが きちん と単位 と して認 め られていけば、本 当に これ は相 当軽減 されてい く

ことにもな ります。現場で働 きなが ら実際のそ うい う単位が取れてい くとい う形にな つて

いけば、毎 日働 きなが ら日々の積み重ねの中でそ うい う資格 につなが つてい く形が とれ て

仕事の励み にもな るだ ろうな と思います。

それ こそ負荷がかか らない形で、特 に私たちみたいな小規模 な事業所、小規模 多機能事

業所は本当に小 さい事業所です。そ こか ら実際にそれ こそスクー リング とかで多 くの時間

を割かれて しま うとも う現場 は絶対回 らな い。だれ も資格 を取れ ないとい う話 にな つて し

ま うので、そ うではない在 り方 を是非入れていただ きたいとい うところです。

特に小規模 多機能の方か らお願 い したいのは、研修のカ リキユラムが 1回 決 まつて しま

うと、それでず つと何 年も、それ こそ 10年 も同 じカ リキュラムでい くとい う形はおか しい

のだ ろうな と思 います。やは り現場は本当にニーズに応 じて変化 しています。研修 内容 も

変わ つてい くべ きだ と思います。です か ら、そ うい う研修は事業者 団体 とかそ うい うとこ

ろが真 つ先に応 えな いと動かないわ けですか らや つているわ けです 。研修ではそ うい うも

のが きちん と取 り入れ られ るよ うなシステムに していかないと始ま らないな と感 じている

ところです 。

以上です。

○駒村委員長  ど うもあ りが とうございます。

是枝先生 tよ ろ しくお願 いいた します。

○是枝委員 教育 とい うのは皆 さん必要だ とい うことは合致 していると思 います。そ して、

今 日の資料 1で もおわか りの ように、基礎研修、ヘルバー 2級 、介護福祉士 と今あ ります
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けれ ども、整合性 とい うのが どうなっているか とい うと、なかなか この辺 りが いつも言わ

れているけれ ども、わか らな い。そ して、何 とな くこうだろ うとい うことの方 にい つて し

ま うとい う辺 りの不安 というものが、非常に学ぶ とい う意欲 をそいでいるのではないかな

と思 うんです 。

そ して、600時 間 とい うものが出
.て

きて、これ は必要である とい うことが大方の方 々は

思 つてお られ ると思 いますけれ ども、昨年 とその前、介護労働安定セ ンターで研修 とい う

ことについて調査 を した結果 、60代 の方々、これ は在宅のヘルパー さんたちですが、その

方 々は研修 は必要であるとは思 っている。 しか し、 自分の年齢 を考 えると必要性 を感 じな

いとい う結 果があ ります。

でも、一方 では 30代 の方は介護福祉士 というものが これか らの介護 とい うもの を担 って

い くのであれ ば、それ は取 りたい。 しか し、時間がない。金銭的な助成 とい うもの は どう

だ ろうか とい うことが課題にな ってお りま した。そ ういうところを見 ると、や は りどの よ

うに して取 つてい くのか。

先ほ ど浦野委員代理がおつ しゃったよ うに、いろんな研修 を している。 3年 経 つて何 か

ではな くて、 3年 の うちにどの科 目を取れ ばいいか とい う全体像があつて、そ こか ら取 つ

てい くとい う方法 もいいだろ うと思います。

も う一つは、 3年 くらいや つている方は、先ほ ど介養協か ら出された介護過程 とい うも

のが非常に重点的になると思 います。その事例等 を出 して、そ こか ら基本 的な ことは何 だ

とい うきち っと論理がわかるよ うに、そ してそこに技術 とい うものが どうい うものか とい

うことをきち つとカ リキュラムの工夫の中で 1つ は考 えるとい う方法 もあるのではないか

と思うのですら幾つかの方法を出して、その置かれている人たちがどれを選ぶかというこ

とは柔 軟 に選 ん で 、 そ して到 達 で き る よ うに して い け ば いい と思 います 。

この 1,800時 間 とい うの は ど う して も最 低 限必 要 な時 間 だ と思 うの です 。 です か ら、 そ

れ に見 合 うよ うな形 で到達 点 が 合 致 す る よ うな考 え方 とい うもの をい ろい ろ工 夫 す れ ば 、

600時 間 と い うもの は決 して 重 荷 に な る とい うほ どで はな いの で は な いか と思 うの で す 。

その 代 わ り、 い ろん なパ ター ンを考 え る必 要 が あ るの で はな いか と考 え て お ります 。

以上 です 。

○駒 村 委 員 長  平 川 委 員 、お願 い いた します 。

○平 川 委 員  大 方 、皆 さんが 発 言 され て い る ことは似 通 つて い る よ うに思 います 。 当然 研

修 はそれ 相 当 にす るべ きで あ つて 、先 ほ ど資格 が いいか悪 いか とい う話 も あ りま した けれ

ども、 資格 は決 して担 保 に は な らな い と思 います 。 た だ 、私 も 医療 の現 場 に いて 、 ふ だ ん

の 業務 で は 資 格 差 は余 り感 じませ ん が 、急 変時 に ど う対応す るか 、例 えば 、今 、突 然 に呼

吸 が止 ま つた 人が 出 た ら、勿 論 一概 には言 えませ ん が 、専 門教 育 を受 けた経 験 あ る資格 者

の方 が 、 よ り安心 で あ る と私 た ちが そ うい う目で見 て 、保 険 を取 つて い るのか も しれ ませ

ん 。決 して 資 格 が 無駄 だ 、経 験 だ けで済 む もの で は な い とい う こ とは あ る と思 います 。

今 お話 を い ろい ろ伺 つて い て思 うの です が 、 いか に入 リロ、間 口 を広 く して い くこ とが
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大切 で、先ほ ど介護職紹介のパ ンフ レッ トを見せてもらってす ごく感激 したのですが、介

護職の イ メー ジを一変す るよ うな内容だ つたので、ああい うもの をどん どんや っても らつ

て、まず は とにか くこち らに興味の 目を向けて もらう。それ は大事 で して、更にその中で

資格 を取 つた後 の夢 といつた もの、 こうい うもの を得 られ るとい うことも与 えていかな け

ればな らない と思 つています 。

その 中で も研修 は重要で、先ほ ど言われたよ うに、内容には さま ざまな工夫があつて い

いと思 います。各 団体でもかな り有効な研修 をや つてお りますので、それ を うま くつなぎ

合わせ てや る ことで、効率的に研修ができると思います。

その上 で、悪 い研修 をや つていれ ば国家試験 は受か らないわ けですか ら、それが一つの

担保に もな ります 。国家試験 に受か らないよ うな研修では意味がないで しようし、内容 が

良けれ ばそれが通信であろうと、 あるいは 0」 T中 心であつても良いと思 います。その場

合、資格取得 に向 けての指導者 といいますか、現場の研修担 当者が重視 され なけれ ばな り

ません。職場の指導者資格者 をど うす るかが大事ではないかな と思 っています。

ちなみ に、私 の老健施設 は、今介護 福祉士の資格 を持 つている方が 90%以 上 います 8当

然、入職 した時 点で上級資格 を取 るものだ とい う流れができていています 。勿論指導者 も

いますか ら、 ご く自然に勉強するものだ とい う雰囲気 をつ くつています し、勉強で きる環

境 をつ くつて います。実は、ち ょつと前まで介護福祉士率が 100%だ ったのです けれ ども、

間白を広 げる トライアル と して実践型人材養成 システムな どを使 つて、全 くの未経験者 か

らつ くり上 げて い こうとい うことをは じめま した。もう彼 らも介護福祉士 を 目指 していま

す。また、外国人介護職 と してフ ィリピンの方 も受け入れたので、介護福祉 士率は下が つ

たんです けれ ども、研修への取 り組み は活発化 しています。   ・

私の施設では、中間管理職の主任 とい うのが 5人 いるのです けれ ども、 この 5人 全員、

たまたまなのかもしれませんけれども、養成校卒業者ではないのです。現場たたき上げで

資格 を取 得 し主 任 にま で上 が って き て います 。この辺 は意 味 が あるの か な と思 つて い ます 。

研修を工夫することで、受講 しやすい仕組みにすれば、彼らは先ほどから何度も話 してい

るように上昇志向もあり、やる気になつているので、それをうまく生かすことで上に上が

うていきます。研修制度 をかた くなにな らずにみんなで工夫 を しあつて、参加 しやす い仕

組み をつ くれ ば、私は 600時 間も決 して難 しいものではないと考 えてお ります。 以上 で

す。

○駒村委員長  田中先生、お願 いいた します。

○田中委 員 介養協の田中で ございます。600時 間の運営の展開の方法につ いて御議論 が

あった と思 うのです けれ ども、我 々は十分承知 してお りま して、現場の方 々の物理 的な時

間をど う解決す るか とい うことで考 えていたわ けです。

例 えば単位制 とい う話が ございま したけれ ども、期間 を 1年 半 と しま して、それ を 4期 、

6期 に分 けてそ ういう科 目をクラス ターに して教 えるとい う考 え方 も考 えてお ります。そ

う い うごとで、それは現場の方々 といろいろ御相談 しなが らや り方 については柔軟 に対応
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していきたいと思 うのです けれ ども、 しか し、少な くとも我々が考 えているのは、今の 5

割の国家試験の合格率 を最低限 フ割 、できた ら 8割 でいきたいな と思います と、集 中的に

ある程度やった方がいいかな とい うこともあるわ けなんです。その辺は現場の事情 も考 え

なが らや っていかなけれ ばいけないものですか ら、そこの ところは皆 さん と御相談 したい

と思 つてお ります。

も う一点は、一番大事 なのは待遇改善だ ということで、我 々も卒業生 を送 り出す のに本

当に この制度ができた ころは 19万 円の初任給で した。これは気の毒だ と:我 々は教 え子 を

出すのに本 当に忍 びないと思 つていたのですけれ ども、今度 い ろいろ改善 していただいた

とい うことです 。

も う一つ、職場の人材確保 とい うためには、専門性 を高め るとい うことも、も う二点の

人材確保のポイ ン トではないか と思 つてお ります。 この専門性 は介護の場合に何だ と。介

護 とは何か とい うことをおつ し.ゃ いま したけれ ども、私 たちは今度の厚労省 の 19年 改正の

法律 が、 このカ リキュラムの中身がそ こだ と、生活支援介護課程 を展開 してい くために医

療の知識だ とか人間の尊厳だ とかそ ういうものを学んで、よ り自立に向けた生活支援 を し

てい く。 これは看護だ とか社会福祉士 と違 う、独 自の介護の分野だ と思 つてお ります 。

○駒村委員長  では、藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 先 ほ ど因委員と河原委員の方 で介護福祉士 を取 つている人が どうかで差が あ

るか どうか とい う議論があ りま したが、私 たちが行 った特養 における全国調査では、直接

技術面ではあ りませんが、介護の仕事 に内発的なや りがいを感 じるであるとか、介護の仕

事への 向き合い方 とか という面で残念 なが ら、介護福祉士 とそ うでない方 はそ う変わ らな

いとい う結果にな つてお ります。

また、先ほ ど来、介護職員が専門職 であるとい う議論が ございます けれ ども、一般の労

働者 と性・年齢構成 をそ ろえてウェブ調査 をや つたのです けれ ども、専門性や技術 が高ま

ることを望むキ ャ リアア ンカー、キ ヤ リア を選択する際に譲れ ない価値 を意味す るェ ドガ

ー・シヤインの概念です けれ ども、これ は、決 して介護福祉士は高 くございません。私 は、

こう した現状 を変えていこうとい う前提で議論を しているんだ と思 うんです 8で す か ら、

今の介護福祉士 を前提 と して 600時 間が どうの こうの ということではな くして、 これか ら

も う少 し専門性や意識の高い リー ダー となれ る介護福祉士 と考 えた ときに、 どうい うもの

が必要 か とい う議論 をここで しているのだ と思います。

その意味で 3点 ばか り申 し上 げます。まず 1点 日ですが、やは り現場は時間がな くて大

変だ とい う話はその とお りだ と思 うのですが、ハー ドルを高め る方が、そ して資料 1で お

ま とめ いただいた、裏腹 と しての 4ペ ージにあ りますよ うに、一部業務の独 占も含 めて と

事務局の方でおま とめいただぃているものが ございま して、 こういった前提でハー ドル を

きちん と高める とい うことが、資格の魅力や専門性・意識につなが るとい うことは十分 あ

ると思 います。これは現 に前回申 し上 げたか も しれませんが、20年 前か ら現在に至 るまで、

看護が准看 をやめて大学養成 を主 と しようということで社会的な評価 と専 門性・意 識が高
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ま つた とい うこともあ り、近隣分野で認め られていることで ございます ので、私 はまずそ

の考 え方 を前提 に とるべ きではないか と思 います。

2番 目ですが、今 日の資料で言 います と、もう一 つインタ、ネ ッ ト調査の結果が ござい

ますが、政務 官 も事務局 もおっ しゃったよ うに、代表性が どれ ぐらいあるか とい うことは

あるのです けれ ども、私がT番 注 目いた しま したのは、 9ペ ー ジ以降で ございます。41人

で しかないのですが、このホームペー ジにアクセス して、答 えよ うとい う医療看護師関係

者 とい うの は、 この問題に高 い興味関心 を抱 いて くだ さつている方 々だ と思います 。

,そ の方々の代表性の話は置 きますが、 9ペ ー ジの一番下にあ ります よ うに 6か 月以上の

養成課程の義務づ けの方 向性はよいと思 うという のが :他 と違 つてかな りの割合にな つて

お ります。 この後 を見ま しても、ほかの傾 向 と明 らかに違 う。 これは恐 ら く先ほ どお話が

あ りま した急変時の対応が違 う云々の話が ございま したが、介護福祉士 について、サイエ

ンテ イフイ ックなアセスメン トとい う面の教育が必ず しも十分ではないのではないかな と

い うことを思 うことが ございます。そ ういつた ことを医療関係の方々が連携 な さる ときに

感 じてお られ るのではないかな と、 これ は読み過 ぎか も しれ ません けれ ども、そ うい うふ

うに思 います 。 この医療従事者の声 とい うのは深刻に耳 を傾 けるべ きではないか と。

3番 目です が、先ほど来 どうい う教 え方 をす るか 、600時 間の考 え方 の話が あ りま した

けれ ども、浦野委員代理、川原委員の意見に私は基本的に賛成で ございます。私 自身 も分

野は違 いますが、現場で勤務す る院生 を教 える仕事 を してお ります。そ う します と、やは

り学 ばなけれ ばいけない、現場で役立つ知 とい うのはサイエ ンスの部分 とクラフ トの部分

とアー トの部分が ある。 これは ミンツバーグが経営に関 して言 つた ことです。

サ イエ ンス、つま り論理 とか科学性であるとか再現性が専門性を構成す る中核 であれ ば、

例 えば弁護 士で も公認会計士でもそ うですが、すべて試験が入 り口にな つていいと思 うの

です 。ところが、医師 とか看護師がかな りの技術教育 を踏んでいるのでおわか りのよ うに、

介護福祉士 に とつてはクラフ ト、つま り匠 といいますか、手が動 いて、 これがサイエ ンス

に結 び付 くとい う部分 をどれだけ勉強 したか とい うことが重要になつて くるのではないか

と思 います 。

現在の介護福祉士の養成課程において、養成校課程 に しても 3年 現場経験ルー トに して

も、 このク ラ フ トとサイエンスを結 び付 ける、あるいはアー トと結 び付 けるとい う部分が

やや不十分 な面があるのではないか、そ う した ときに 3年 間の現場経験 だ けで こられた方

が、きちん と現場でや つた ことを科学的な 目線で再度確認で きる。そ うな った ときに、先

ほ ど田中委 員がお つ しやったよ うな、前 回の繰 り返 しにな りますが、紙 の通信教育 とい う

のは私 は大 反対で ございます。 きちん と現場におけるさまざまな ことをサ イエ ンテ ィフィ

ックに展開 で きる、説明できるといつたよ うな教育が どのよ うにな され るか といつた こと

にな ります と、現場 と養成校等が連携 しなが らやる仕組み を考 えなけれ ばいけないんだ ろ

うと思 います。

そ う考 えた ときに、600時 間 とい うのは働 きなが らという部分 をどう読んでい くか。先
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ほ ど因 委 員 が お つ しや つた よ うに 、そ うい うことが で き る職 場 ばか りで は な い と思 い ます 。

そ の部 分 を ど う担 保 す るか 。

前 回 も申 し上 げま した けれ ども、地 域 ご とにそれ な りに 力 を持 った法 人 が あ ります か ら、

そ うい う力 、技術 、 質 の あ る法 人 が あ る程 度 研修 を引 き受 け て い くみ た い な仕 組 み も考 え

て もい いか も しれ ませ ん し、 とにか く 600時 間 とい うハー ドル を設 ける こ とが 魅 力 に つ な

が る、 そ して それ が お金 がか か る、時 間 が かか つてで きな い とい うの で は な くて 、熱意 さ

えあれ ば、お金 の面のサポー トもある、時間の部分 も熱意 さえあれば仕事 を続 けなが らク

リアー できるといつた よ うな ものを設 けれ ば、私は 600時 間 と決めた時点ではそ もそも医

療行為云々の話 は ございませんか ら、もっと増や してもいいのではないか とい うのが筋だ

ろ うと思 います し、そ ういった面で安易に 600時 間だ けを議論すべきではないよ うに思い

ます。

以上 です。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございます。桝 田委員、お願 い します。

○桝 田委員 今 、藤井先生の方か らお話が ございま したけれ ども、研修 を受けた い とい う

気持ちはみんな持 つていると思います。ですか ら、その部分 をどう支援 してい くのか。特

に費用面 と時間面。

時間面の方は、職務 も しなが ら受ける方法。通信教育をとつてもスクー リングは必要に

な つて くる。その場合、今回のア ンケー トの中で身近 なところで受けられ るよ うに とい う

要請が強 いですね。スクー リングを例 えば 1週 間泊 り込み で い くというとかな りの費用が

かか つて くる。その部分が例 えば施設な り事業所の方で研修 と して出 していただ けると、

その費用は、言わば 自分で払わな くて済み ます けれ ども、全額 自費になる方に とつては非

常 に大 きな負担 にな つて くる。

ですか ら、 この費用負担の面の支援策が どの ように とっていけるのか。前回 もお話 しし

ま した けれ ども、その前提になつてい くのが法的な部分で勤務時間にみ な され ているか ど

うかによつて大幅に変わ って くる。ですか ら、 この中でも反対の方はお られ ますね 。時間

を短 くしてほ しい、 6か 月未満に してほ しいとい うのは、費用画 とか時間の制約 を考 えて

の部分が非常に強 い と思 いますので、そ こらの工夫をまず してあげることが必要 です。ま

た、 この 600時 間云 々 という問題は介護の現場に入る基礎的な条件にな ります。 これか ら

ス ター トがかか つて い く。

ですか ら、今度は介護福祉士を取 つて次のステ ップを してい くときのまた研修 とい うの

が必要 にな つて くる。研修の積み重ね をどう構築 してい くのか。上位資格 をつ くる云々と

い う問題 もある と思 いますけれ ども、やは リステ ップア ップを してい くよ うな研修体系 と

それ を支援す る方法論、それ をきつち りつ くつていかない と、魅力ある職場にな らないと

思 います。業務独 占の問題は別に して、やは り何ができるか、 自分 と して誇 りを持 つて働

ける部分で どうい うことまでできることになった とい う部分 を自覚できるよ うな研修 ステ

ップが必要です 。
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それ と単位制 の問題があ ります けれ ども、いわゆ る養成施設な どで行 う通信教育 を受 け

るとい うだ けで な くて、単位制で あればいろんな団体等で行 つている研修体系の部分 で順

番にステ ップを踏んでい くとい う課程 もつ くれ るだ ろうと。いろんな研修体系の中で時間

数な り内容 な りをつ くづてい く。そち らを考 えるべ きで、時間的に多い少ない とい う問題

ではな くて、例 えば今回の 600時 間な り介護福祉士の 1,800時 間の中で、最近の特養 ホー

ムの医行為 (喀 痰吸引・ 胃ろうの経管栄養 )の 問題 で この研修時間の内容でよいか とい う

と、また別の話 にな ります。心 と体の中の部分でそ この部分まで多分触れ ていないと思 い

ます。ですか ら、それ をまた別の研修 と して行 つてい く。

例 えば認知症介護 に して も、別の形が必要 になって くる。次 々違 う領域 の専 門性の領域

とい うのは広が つてい くと思いますので、基礎研修 の部分は共通課題 と してきつち りつ く

つて、介護の現場で働 く人が基礎 的な知識がみんな同 じレベルに持てた と、 これがス ター

トライ ンです よ とい う部分 を 3年 間の間に順次築いてい くとい うシステム をつ くるべ きで

はないか と思 ってお ります。

○騎村委 員長  では、山由先生、お願 い します。

O山 田委員 教 育の必要性 とか、 あるいは専門性 を高める資格の意義 とか、介護職 員の満

足度 を高め る とか も出尽 くしています。ですか ら、重ねて申 し上 げませんが、私の方か ら

は 1つ は介護 とい う仕事で提供 され るサー ビスの質 というものについて 、先ほ ど小規模 多

機能の川原委 員がおう しやったよ うに、大変 どん どん変化 してい つている とい うの を感 じ

ています 。介護 という仕事がそもそも極めて 1対 1の 口Tカ ルな暗黙知の世界で行われ て

いる。そ こで一 人ひ と りの個別の専 門職の育成 とい うのがそ こで担保 され ないと、 ロー カ

ルな ところでの質は上が らないとい う側面 があ ります。

そ こをきち っと担保するために資格制度 とい うの は最 も有力な方法だ し、カ リキ ュラム

の内容 は質の変化に応 じて変化 させていかないといけない と思 います。

ただ 、一方 で、もう一つ月Jな ことがあつて、新人の方は小規模 多機能個室ユニ ッ ト型施

設、ヘルバーステー シ ョン、あるいは認知症デイサー ビスな ど、あ らゆ るところが小規模

チームで編成 され始めてお り、そのチームに着任 します。そ こで初めて生活支援の個別性

みた し`な ことが担保で きるよ うにな つてきている。           .

そ うす ると、採用 して着任 した新人がそ こでや りがいがあるケアがで きるか どうか とい

うのは、そ この チームが構成 メンバー個 々の暗黙知 をきちつとみんなで共有で きるよ うな

カンフア レ
´
ンスや記録の在 り方 を含めて、そ うい うチームマネジメン トができる リー ダー

がいるか どうか にかか つている。そ うい う人が育成で きるか どうか も次の問題にな ります。

ただ、今 、申 し上 げたいのは、ケアの質 あるいは提供 体制が どん どん変わ りつつある。

要す るに小規模 化 してい く新たなデームマ ネジメン トとい う話 と、最初 に申 し上 げた一人

ひと りの介護職 の育成が担保 され ないとそれ もできないとい う、 2つ の ことが同時に必要

だ とい うことです。

この検討会の テTマ は 600時 間の話ですか ら、新人が着任 した ときの課題です けれ ども、
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私 ど もの と ころ も含 め て 、訪 間介護 以外 は 介 護 保 険 サ ー ビス 事 業 所 では無 資格 、未 経 験 で

も働 け るわ けで す 。 そ うす る と、た くさん の事 業 所 に無 資格 、未 経 験 の方 が 多 く着 任 して

い ます 。 そ の と きに 、 先 ほ ども ご意 見 あ りま した よ うに各法 人事 業所 で教 育す る仕 組 み が

十 分 可 能 か ど うか とい つた ら難 しい とい う話 が 出 ま した 。 しか し、現実 に は小 さな事 業 所

で あ って も無 資 格 、未 経験 の 方 を教 育 しな が らサ ー ビス提供 して い る。 も しそ こで教 育 の

仕 組 み が しつか り して tヽ な い となれ ば、 一 体 そ こでの サー ビスの 質 は ど うな つて い って い

るの だ ろ う とい う疑 間 をだれ もが 持 つわ けです 。

です か ら、 そ うい う意 味 で は今 回の 600時 間 とい うの は、 無資格 、未 経 験 の方 が ど この

事 業 所 に採 用 され て も 、 きち っ と した体 系 的 な研 修 を受 ける とい うもの と うま く リンク で

きな いか な と思 つて い ます 。 それ を ど うい う制 度 の形 で実行 で き るよ うにす るの か とい う

の は これ か らの こ この議 論 だ と思 います が 、 その 辺 りの どの 事 業所 もが 今 回の この 仕 組 み

を使 つて そ うい う方 た ち を教 育 す る仕組 み をつ くつて い くの に使 つた らど うか と思 います 。

最 後 に な りま す けれ ども、先 ほ どの資 料 に も あ りま したが 、ヘ ルパー 2級 とい う制 度 、

基礎 研 修 とい う制 度 、介護 福 祉 士 とい う制 度 の混在 。基礎 研 修 の場 合 、更 に 280時 間 とい

うの が 出て きます けれ ども、私 も これ は も う少 しきち つ と体 系化 した方 が いい と思 つて い

ます 。 や は り新 人 で着 任 して きて無 資格 、未 経験 の 人 が い きな り現 場 に立 つ とい うよ うな

こ とは 、人 が 足 りな い とい うこともあ り実 際 行 わ れ て い るわ けです けれ ど も、 当面 は最 低

限着 任 前 、着 任 直 後 に 、せ め て 200時 間 ぐらいの研 修 は義務 づ けた方が い いの で は な いか

と個 人 的 に は思 つて い ます ぎ

で す か ら、基 礎 研修 の 500時 間 とい うの は も う既 に走 り出 して い るわ けです か ら、 これ

を 200時 間 と、400時 間 ぐらいに分離 して 足 して 600時 間 く らいに で きな いか な と、 そ し

て それ を今 回 の 600時 間 と一体 的 に体 系 化 し、 と りあ えず着 任 時 に最 低 これ だ けは研 修 を

受 け て現 場 に立 つ とい うよ うな仕組 み も含 め て徐 々 に資格 の 高度 化 を進 め て い った ら ど う

か と感 じた りも して い ます 。

以 上 です 。

○駒 村 委 員長  ど うも あ りが と うござい ま す 。

それ で は 、 中 尾 先 生 。

○ 中尾 委 員  皆 さん の 御意 見 、 い ろい ろ お伺 い しま して 、私 は現在 、在 宅 で従 事 して い る

者 と して 、 ′]ヽ さい事 業 所 が た くさん で き て きたわ けです 。そ の 中 で 自分 の事 業所 の 中 で研

修 能 力が あ るの か な い のか とい うことを先 ほ ど先 生 が言 われ た と思 います が 、事 業 所 な り

に皆 さん努 力 は それ ぞれ な さ つて い る と思 います 。 た だ 、そ こに限界 が あ ります 。 とい う

の は 、介護 現 場 とい うの は い ろい ろなニー ズ が 日々変 わ って きて います 。 医療 行 為 で あ つ

た りとか 、 い ろん な障 害者 の 問題 で あ った りとか 、難 病 の 問 題 で あ つた りとか 、 そ れ が 果

た して今 の 研 修 、 2級 の課程 や他 の研修 課 程 の 中 に組 み 込 まれ て い るの だ ろ うか と い う疑

間が 、皆 さん の 意 見 を聞 いて いてふ うとわ いて きま した 。

で も、私 た ち現 場 で仕事 を して い る者 は 、先 ほ ど因先 生 が 言わ れ たん で す けれ ど も、 う
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ちの職 場 で も二 十 歳 台 の若 い ヘルパ 下が 3名 ほ ど います 。 お茶 の くみ 方 も知 らな い とお つ

しゃ いま した けれ ども、立派 に現 場 で経 験 を積 み 重 ね て ヘル パ ー と して や つて います 。 そ

の次のステ ップと して介護福祉士を目指 しているわ けですが 、介護福祉士 を受けてそ こで

終わ りではな く、もっとその上の段階の専門職 と して、プロと して、現場 をどう乗 り切 つ

てい くのか 、現場の不安 をど う乗 り切 ってい くのか、経験 をいろいろ踏ま えた上で新 しい

新任の方 々の育成にも当た つて くれているんです 。

そ ういった面 を踏 まえて、 この 600時 間 を考 えると、600時 間とい う数字だけに とらわ

れ ているの ではな く、やは り先ほど先生か らおっ しゃつたよ うに、事業所の中でそ うい う

ふ うに研修 で努力 している、また地域 ごとに努力 している研修 システムが あれば、それ を

きちん と単位 の中の 1つ と して認めていただけれ ば、 日々の人員が不足 している現場 と し

てはあ りが た いな とい うのが 1点 。

も う一点は、 ここの中では全然今まで論議 され ていなか つたのです けれ ども、実務経験

者 も研修 を受 けてか ら国家試験 を受ける仕組みが将来始 ま ります けれ ども、現場 と しては

移行期間 と して今までのように 3年 間の実務経験 で国家試験 を受けられ る とい う体 系を少

しでも残 して いただけれ ばと。現場の者 はや る気があ ります 。うちの職員 も今回 11人 受 け

ま した けれ ども、残念 なが ら 3割 です。先ほどどの先生かお っ しゃいま したけれ ども、合

格率 5割 では どうにもな らな い。でも、私は 12～ 13年 前 に介護福祉士 を受 けま したが、当

時か ら 50%と い うのは全然変わ つていないと思 うんです。これ を フ割 に していいのか とい

うのは疑間 に思います。よ り専門性のある介護福祉士 を目指すのであれ ば、やは り国家試

験 とい うもの は 5割 とい う合格率、それ は決 して高 い とは言 えません けれ ども、それだ け

の専門性が t今 後 も求め られ てもいいのではないか と思 います。

以上です 。

O駒 村委員長  どうもあ りが とうございます。おおむね一当た りされた と。

それでは、最後 にお願 いいた します。

○馬袋委員 デー タ的なお話 です けれ ども、実は介護福祉士の試験の件で現場で 3年 間の

実務経験で資格取得ができる とい う中で、ある事業者のケースなんです けれ ども、実 はそ

の事業者 は年間に 3回 ない し 4回 やるスクー リング と通信講座 を含めた受験施策の支援 を

しています 。 これ は費用的には 3万 円 ぐらいかか るんです けれ ども、その費用 を支援 しよ

うとい う意思 を決定 しま した。

かつ、ス クー リングも土 日または平 日の夜 とい うことで、選択できるよ うに して とにか

く支援 を しよ うとい うことを努 力 しま した。そ して問題 は実技試験があ りますので、実技

試験 も 4つ のパ ター ンを 2日 間で受けられ るように調整 して、試験 を しま した。実 は ここ

に 80%出 席 した人はほぼ 90%以 上合格 しているのです。ところが、半数以下、3割 ぐらい

しかスクー リングに来なか つた人は、やは り 50%ぐ らい しか受か つていない。では、現場

そんなに暇 なのか とい うと、そんなに暇ではあ りません。やは り仕事 もい つぱいあ ります

し、人材 は不足 しています。ですか ら、 ここで 1つ の事実が あるのは、み んなは勉強 した
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い 。 しか し、計 画 と内容 を明確 に して 、や る意 思 が あ る人 た ちは確 実 に資格 を取 つて くる

と い う事 実 が あ りま す 。

です か ら、現 場 が 忙 しい とい うの は介護 だ けで は な い と思 うん です 。 ほかの どん な現 場

で も忙 しい 。 た だ し、 どの よ うに資格 を取 らせ るか とい う、経 営 トップも含 め て な ん です

が 、 そ うい つた 仕 掛 け と支援 をすれ ば 、 この 1年 間 で 500人 受 けて 350人 資格 を取れ ま し

た 。 す なわ ち 、 そ こに ち ゃん と勉 強 した 8割 の人が 暇 な事 業 所 か とい つた ら、逆 に忙 し く

ていろんなことをやっている事業所の方が取つているのです。ですから、そういう面で言

うと忙 しいという言葉でなくて、どのように仕掛けをつくって支援するかという意思を持

てばできるという事実はあるということだけはお伝えをしておきたいと思います。

以上です 。

○駒村委員長  どうもあ りが とうございます。事実に基づ くお話だ つた と思います。本 日

は も う一つ議事 が ございますので、最初の議事はこれ でと りあえず とめ させていただいて、

今 、研修 について実態の さま ざまな議論が あつた と思 います 。

続 きま して、議事 2の 「研修等実施状況調査 (案 )の 内容 について」、事務局 よ り資料の

説 明 をお願 いいた します。

○泉福祉人材確保対策室長 それでは、資料 4を ごらんいただ きたいと思います。「介護職

員研修等実施状況調査 (案 )に ついて」 と題する資料 でございます。

本 日の議論の中に ございま したが、事業所における研修が どの よ うであるか 、あるいは

介護職員の方 々が どのような負担 を してお られ るか、用意 が あるか といったよ うな ことに

ついての御議論が ございま した。

本検討会 での議論の材料 と していただ くために、 この介護職員の研修の実態 につ いて、

この検討会 に御 出席 いただいてお ります委員の御所属の団体 などに御協 力を賜 ることがで

きれ ば大変 あ りがたいと思いま して、 この ように調査の案 を考え させていただ いた ところ

で ございます

この調査 ですが、 3つ の調査か らな ります。 1ペ ー ジロの 「 2.調 査の内容」の ところ

を ごらんいただ きた いと思います。まず、委員の所属す る事業所団体な どにおきま して、

どの よ うな事業者 団体においてどうい う研修 をされているのか。施設 。事業所 な どにおき

ます研修の実施状況 、施設・事業所調査、個々の介護職員の方 々の研修二一ズ を把握す る

ため、職員の方 々の個 々の調査。 3種 類 を行 つては どうか とい うことで ございます。

この調査 で ございますが、厳密内容のサ ンプリングはなかなか難 しゅ うございます けれ

ども、可能 であれ ば委員の皆様御所属の団体、施設・事業所、その職員の方 々を対象 とい

た しま して、施設・事業所で 1,500、 職員については 2,500の 客体数 とす る。私 ども職員

の方 で集計 をさせていただきます。 調査対象期 日は 21年 度 中の実施状況。調査の実施期

間は この検討会の方 で御 了解 いただければ、22年 5月 よ り調査 できれば と思 つてお ります。

2ペ ー ジロは説 明の都合上飛ば させていただきま して、 3ペ ー ジ、 日か ら事業者 団体調査

か ら御説明申 し上 げます。
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これ らはその 団体 におきま して どの よ うな研修 を行 うてお られ るかの調査で ございます 。

複数実施 してい らっ しゃる場合におきま しては、その研修 ごとに御記入賜れれば と思 つて

お ります 。名称 、対象者、内容、年間実施回数 、あるいは実施箇所数、時間数、年間受講

者数な ど、研修の内容 と規模 につきま してお伺 いす るものです。

4ペ ー ジ ロは研修の実施 に当た りま した課題 、あるいは多 くの介護職員の方 々が参加 す

るための 工夫、介護職 員の方々が参加す るためにどのよ うな支援が必要だ と思われ るか と

いうことについて、 自由記載で御記入いただ くとい うもので ございます。      |

5ペ ー ジか らは施設・事 業所調査で ございま して、 これは対象 とな つた施設 あるいは事

業所におかれ ま して御記入 いただ くもの とい うことで ございます。

質問 1か ら 4ま では施設の属性について間 うてお ります。サー ビスの種類あるいは開設

経過年数 、そ して開設主体 、介護職員の数、規模で ございます。

6ペ ー ジ ロにいきま して、介護職員に 占める介護福祉士の割合 、質問 6は 介護福祉 士養

成施設 な どの介護実習の受 け入れ先にな つているか否か を聞 いてお ります。

質問 7以 降ですが、研修 を担当す る教育担当者の方で どの ような方 を置 いてい らつ しゃ

るか。また 、介護職員 を対象 と した研修 は昨年度何 回 ぐらいか。

7ペ ー ジ ロにいきま して、研修等が どれ ぐらいの時間数行われ て いるのか。また、何割

ぐらいの職 員の方が参加 してお られ るのか。そ して研修の内容につ きま して、質問 11で 問

うてお ります。

8ペ ー ジ ロ、 12は 研修 プログラムの体系化について。

′質問 13に つきま しては、介護職員の方 々の受講 を促すための工夫 についてお伺 い してお

ります 。

8ペ ー ジ ロ、下の方の質問 14に つきま しては、介護福祉士国家資格の取得 を促すための

工夫 とい うことでは どのよ うな ことを してい らう しゃるか。

9ペ ー ジ ロ、質問 15は 、この施設・事業所内の研修 ではな くて、外の研修 をどの ぐらい

の方が受講 してお られ るか。

質問 16は 、外部研修が どれ ぐらいの期間で あつたか。

質問 17は 外部研修の受講支援策についてお伺 いを したい ということで ございます。

質問 18は 、職員が外部研修 を受ける上 で、施設側が、どれ ぐらい御負担 いただいて いる

か とい う ことで ございます 。

10ペ ー ジ ロt質 問 19で すが、若干誤 りが ございま して、質問 19の 選択肢 2と 選択 肢 5

は同一の選 択肢 とな つてお ります。選択肢 5を 肖1除 す るとともに、選択肢 「 6.そ の他 」

を 5に 繰 り上 げいた します。

質問 20に つきましては、どのような研修が必要とお考えになるか。研修のタイプを記載

させていただいたところでございます。

11ペ ー ジロ、貴施設・事業者が実施する研修、外部研修、どのような教育ができている

かということについて、介護教育の内容を基にお伺いするというものでございます。
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以上 、 11ペ ー ジ ロま でが 施設 ・ 事 業所調 査 の 内容 で ござい ます 。

12ペ ー ジ ロか らは職 員の 方 々に お伺 いす る とい うもので ご ざい ます 。質 問 1か ら 7ま で

は 、職 員の 方 の 属性 に つ いて お伺 い を して お ります 。従 事 され るサー ビス 、年齢 、性 別 、

経験 年数、雇用形態、介護福祉士の資格の有無または介護福祉士の資格取得の時期 で ござ

います。                      `

質問 8以 降が研修の 中身で ございますが、介護福祉士の資格取得のために どの よ うな機

会 を利用 されたか。また費用は幾 らだったか とい うことをお伺 い してお ります。

14ペ ー ジロに至 りま して、質問 10、 どれ ぐらいの時間、期 間、勉強 され たで しょうか。

質問 11、 介護福祉士 の資格 を持 つてい らつ しゃらない方について、今後取 りた いですか

とい うことをお伺 い してお ります。

質問 12は 、外部研修 の受講の有無。

質問 13外 部研修 の 中で最 も長期間にわた うたものはどんなものだ つたか をお伺 いす る

とい うもので ございます。

15ペ ー ジロは質問 14で ございますが、 どのような内容で あれ ば受講 したいと思 うか と

い う、職員か ら見た二一ズの調査にな つてお ります。

質問 15は お時間の制 約等などあるとい う御議論が行われてお りま したが 1年 間 どれ ぐら

いの期 間で した ら外部 研修 に参加す ることができるか とい うことをお伺 い してお ります。

16ペ ー ジ、質問 16で すが、どのような研修の仕組み あるいは支援が必要か とい うこと

をお伺 い してお ります 。

質問 17に つ きま しては、研修受講 にどん なメ リツ トがあれ ば研修受講意欲がわ くか とい

うことをお伺 い してお ります。

最後 17ぺ Tジ ロ、自分の普段の介護業務の中で 自信 を持 つてできる行為または十分でき

て いることについてお伺 いす るとい うアンケー ト内容 にな つてお ります。

そ こで全体の調査 の概要 を事務局の方で させていただいた ものが こうい うことで ござい

ます 。

2ペ ージロに戻 りま して、客体数についてで ございます。経費の問題、時間の問題等 も

あ りま して、何 とぞ御 理解賜 りま して、皆様御所属の団体な どの方で配慮 を賜れれ ば と思

ってお ります。

事 業者団体調査 と、施設・事業所調査 と職員調査 とございますが、それ ぞれの団体の性

格 によ りま して、お願 いできる調査 とお願 いできない調査があるだ ろうと思 つて お ります。

事 業者 団体調査 につきま しては、全団体にお願 いできるもの とな つてお りますが 、その団

体の構成員の性格上 、施設・事業所調査 をお願 いできるところ、できない ところ、あろう

か と思 います。また、そもそも職員の方々が加入 してお られ るとい う性格の団体 につ きま

しては、事業者 団体調査 と職 員団体調査のみお願 いす るとい うことか と思 つてお ります。

表 をごらんいただ ければおわか りのように、客体数に偏 りが ございます 。 どう して この

よ うになつているか といいます と、 2ペ ー ジロの参考の ところをごらんいただきたい と思
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います。

先 ほ ど施 設・ 事業所調査につきま して 1,500、 職 員調査 は 2,500の 客体数 と申 し上 げま

した。それ をおよそサー ビス類型 ごとにほぼ均等に とるとい うことで、在宅、施設 、地域

密着 で大体 均等 になるような数字 を割 り当ててお ります。その数字 を基にそれぞれ の団体

の御性格 とか構成員数な どを勘案 いた しま して、それぞれの客体数 を割 り当て させ ていた

だいた とい うところで ございます 。 この客体数の割 り当て 自体 も御意 見が あるところだ ろ

うとは思 いますが、そのよ うな割 り当て数になったのは、今 申 し上 げたよ うな考 え方に よ

るもので ございます。          
｀

この場 では調査の内容、質問項 目な どについて、御意見が あれ ばお伺 い した いと思 つて

おるところで ございます。 ど うぞよろ しくお願 いいた します。

○駒村委員長 資料の御説明、ありがとうございました。

それ では、調査案について、各委員の御発言をいただきたいと思 います。よろ しくお願

いいた します。

どうぞざ

○ 田中委員  1点 だ け意見 を申 した いと思 いますが、 16ペ ー ジの質問 16で ございます け

れ ども、 2番 のスクー リングの期間 を短 くするとい う場合、短 いとい うのは何 をも つて短

いかわか らないので、具体的に こうい うものであるとい うことを示 さないと答 えに くいの

ではないか と思 います。いかがで しようか。

○泉福祉人材確保対策室長  この質問、確かに何 をもって短 いとい うのか、そ こら辺 を標

準 といいますか、コメン トの ようなものがないと。そ こは工夫 をさせ ていただ きたいと思

います。

○駒村委 員長 藤井委員、お願 い します。

○藤井委 員  8ペ ー ジの質問 13で ございますが、私が先ほ ど発言 させ ていただいた趣 旨か

ら言 います と、事業者側 としてさま ざまな工夫をや つていただける状況にあるか どうか と

いうのが重要だと思いまして、これは受講を促すためという前提が付いておりますが、 6

番に外部から講師を招聘 しているという部分ですが、何も受講を促すためというより、質

の問題でないかと思つているんです。                `
したがつて、介護職員に受講を促すだけで |ま なくて、よりよい研修を行 うとかそうい う

目的ということでここの文章が少 しダブルバー レルになっていると思 うので、変えていた

だいた方がいかがかということと、もう一点、地域で事業者同士が協力 し合うて研修プロ

グラムを組んでいるということが ございます し、あるいはこれは地域 ごとではな くても同

じ、例えば老施協が都道府県ごとにやつているのがございますけれ ども、それ とは別に仲

のいい法人同士でやっているようなものもございます し、そういつたところでさまざまな

研修を組んでいって、先ほど来、出ている範囲として認めるというような こともあると思

うので、それをどれ ぐらいやつておられるかというのを是非把握 していただければと思い

ます。
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以上です 。

○駒村委員長 調査 の 目標 、少 し整理 した方がいいのではないか とい うことなんです けれ

ども、事務方 、いかがで しょうか。

○泉福祉人材確保対策室長 御指摘 を踏 まえて工夫できな いか どうか、考 えてみた いと思

います。

○駒村委員長  では、河原委員お願 い します。

○河原委員 多分、私 は職員の方のお尋ねに協 力することになると思 うんのです けれ ども、

15ペ ー ジの質問 14で 該当す る番号 1つ を○ということで、 1つ 限定です けれ ども、私が

聞かれたな らば 3つ ぐらい答 えたいん です。ほかの ところは 2つ 3つ であ りますが 、何か

意味があるのか、デー タ的には こうい う取 り方がいいのか 、その辺が も しよろ しければ 2

つ 3つ ぐらい私 な ど○ を したいのです けれ ども、いかがで しょう。

○駒村委員長 事務方 、マルチアンサーについて。             
｀

○泉福祉人材確保対策室長 確かに今見ます と、ほかでは 3つ とよ く選んでお りますが、

この質問は 1つ とな つているよ うで ございます。そ こは確認 をいた しますが、御趣 旨も ご

もっともだ と思 いますので、中で検討 させていただ きたい と思 います。

○駒村委員長 桝 田委員、お願 いいた します。

○桝 田委員 事業者 団体調査の部分です けれ ども、例 えば全国老施協です と、全国老施協

が行 う研修会 、各県の研修会、県内におけるブロック単位 で行 う研修会 とい う、少 な くと

も最低 3段 落 ちてい つていますので、そ こらは同 じよ うな内容 を集計す るのでいいですか。

それ ともそれ ぞれに挙 げても らいま しょうか。かな り膨大 な数になると思 いますので。

それ と先 ほ ど藤井先生が言 いま した けれ ども、施設間協 力によって している事例 とい う

の も調べ るのであれ ば、その ときに各 県の調査票の中にそ うい う事例 を挙 げて くだ さい と

い うのをすれ ば結構挙が って くると思 いますので。

○駒村委員長 事務局 、お願 い します 。

○泉福祉人材確保対策室長 今の御指摘です と、今の案 と して示 させていただ いて いる調

査票の枠 に少 し収 ま らないよ うな内容 も含まれているか と思 います。 1つ は典 型的にどん

な研修が行われ ているか とい うことと、例 と して全国的に どれ
・
ぐらいの事業者 団体 の方 々

の御活動が あるのか という 2つ 調べ るべ きだ と思いますが、今 この調査票です と若干話 し

きれないところがある と思いますので、実態の是非 をお伺 い した しま して、 どの よ うな調

査票が適切か どうか、御意見、後で御相談 させ ていただければ と思います。

○駒村委員長 では、川原先生、お願 い します。

○川原委員 やは り地域密着のサー ビスはそれぞれの地域 で団体 として動 いて いるわ けな

ので、そ この ところが 出て こないと全 国統一で 1本 でや ってい くとい うのはわずかな分で

す。ですか ら、そ この部分を是非集めていただきたいと思 います。

○泉福祉人材確保対策室長 実は、調査負担 というものも、記入 され る側の御 負担 とい う

ものも若干懸念 は して お りますが、ただ意欲的に是非実態 を見てほ しいとい うことがあれ
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ば大変心強 いことだ と思 いますので、可能な範囲で御協力を賜れれ ばあ りがたいと思 いま

す。

O駒 村委 員長  ほかにいかが で しょうか t

因先生、お願 い します。

O因 委 員 私の 団体 は職員調査の ところを受 け持つのですが、12ペ ー ジの一番上 、=般 的

によ く使われて いるんです けれ ども、 O」 Tは 括弧 して意味 を書 いていただけた らと思 い

ます。

13ペ ー ジです けれ ども、質問 9の ところは、資格 を取 るためにかか つた費用 を聞いてい

るんです けれ ども、受験費用 を含むので しょうか。 自分で実際書 いてみ た ときに含むのだ

ろうか と思 いま した。それ に よつて 2万 円以下 とい うのが あ りますが、事業所が全 く負担

しない ところも当然 あ りますので、 2万 円以下はも う少 し細か く数字 を分 けた方がいいの

かなと思 いま した。

14ペ ー ジ、質問 9、 10は 資格 を取 るための ことを聞いているの ですが、質問 12に 関 し

て言 うと、必ず しも資格 を取 るためではないんで しょうか。外部研修の ことを聞 いていま

すが、 目的が流れの 中で資格 を取るためだけではないよ うに受け取 られかね ないと思 いま

した。

質問 14の ところも、私 もや ってみて 1つ は書 きに くいな と、2つ 3つ と思 つた ところで

す。

質問 15に ついては、先ほ ど言 つた こととほぼ同 じですので、以上です。

○駒村委 員長 ほか にいかが で しょうか。先に事務局 にお答 えいただいた方が いいですね 。

済み ませ ん。               .

O泉 福祉 人材確保対策室長  今、 O」 Tの 御指摘はその とお りか と思いますので、工夫 を

したい と思 います。

質問 9の ところ、かかつた費用はt質 問者の意図 としては受験 費用までは含まれてない

のですが 、明確化 しないと記入 されなが ら悩 まれ るとい うことだ と思 いますので、それ は

そのよ うに明確 に しておきた いと思います。

質問 12に つきま しては、一般論 と して介護福祉士資格 を取得す るためではな くて とい う

ことで あ りますが、質問の流れか ら読み取 りに くいと思いますので、そ こは工夫 をいた し

ます。

質問 14に つ きま して、 1つ とあ りますのは、 3つ の方がいいのか、あるいは複 数、も う

少 し違 う数がいいのか 、そ こを含めて検討 させていただきたいと思 います。

○駒村委員長 浦野委 員代理 、 どうぞ。

○浦野委 員代理  まず 、 1点 御確認 したいのは、客体数がそれぞれ指定 をされ た数字 にな

つているのです けれ ども、 これは回答数 と して これだけの ものを求 めているのか、それ と

も調査票、調査をお願いする件数としての数字なのか、そこを確認させていただきたいと

思います。
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7ペ ー ジの間 9の ところなんです けれ ども、研修時間数 と 1人 当た りの時間 とい うこと

で、 ここは 1人 当た りとい うのは受講者の 1人 当た りなのか、全職員か ら見た 1人 当た り

なのか、 ここが は っき りしないとい う気がいた しま した。

これ は私 どもの団体でそれ ぞれ加入法人、そ こに所属す る職員に調査の協 力をお願 いす

るとい うことはやぶ さかではないのですが、 これ を回収 した後の集計 とい うのは どこまで

事業者 団体がや るのか、それ とも厚労省でおや りになるのか、その辺の と ころの役割分担

をも う一度確認 をさせていただければ と思います。

○駒村委員長 事務局か ら今の御 質問で、回収ベースか、回答ベースか、集計について、

不明確 な質問につ いて、回答 をお願 い します。

○泉福祉人材確保対策室長 紙につきま しては、配付の数で念頭に置かせ ていただ いてお

りま した。ただ、回収率な どにつ いて若干御懸念があるということでは個 別に御相談いた

だけれ ば と思います。 とりあえず は配付数 とい うことでございます。

今、質問 9の ところ、 1人 当た りなのか、 どうなのか とい うところ、明確 にできるよ う

に検討 させていただきます。

集計者 はだれ か とい うことです が、 これは我々職員が させていただきますので、回答 し

ていただ いたもの を集めていただ いてお届 けいただければ、私 どもの方で集計 をす るとい

うことで ございます。ク ロス集計 な どをさせていただ きた いと思 つてお りますので、やは

りそのまま回収 した もの をち ょうだい したいということで ございます。

なお、念のため 申 し添えれ ば、配付の方法につきま してはそれぞれの団体の御事情 もあ

りますので、それ ぞれ でお任せす るということにな らざるを得ませんが、なるべ く均等 に

団体内で偏 りのない形で配付す るよ うなことを考えていただければあ りが たいと思 つてお

ります。

○駒村委 員長  ほかにいかがで しょうか。

石橋委員、お願 いいた します。

○石橋委員 済みません。あと 1点 、12ペ ー ジの介護職員研修の調査状況です。この場合 、

介護職 員 とは例 えば私 どもの団体 では、介護現場では さま ざまな職種 、ケアマネジャーの

方な どもいます けれ ども、現在介護職員であるもの をいうのか、何 をもって介護職 員とい

うのか、その辺の ところの確認 もできた らと思います 。

○駒村委員長 事務方 よ りお願 いいた じます。

○泉福祉人材確保対策室長 現在 における介護職員 とい うことを念頭に、過去 にお ける介

護職員 とい う方 も御意見 を無視す るわ けにはまい りません けれ ども、現在 における介護職

員の方 々の御意識 とか、御努 力を と考 えてお ります。

○石橋委 員 管理職 とかケアマネ ジャーの方については入 らない とい うことですか。

○泉福祉人材確保対策室長 後ほ ど、整理 をさせていただ きます。        |

○駒村委員長  では、川原先生、お願 い します。

○川原委員 今 の御質問は、ま さ しくその とお りで、介護職員の定義は私 たちに とつては
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結構 大切なので、他施設の方は、事務職の方まで介護職 員だ と言 つている ときもあ ります

か ら、それ は是非 お願 い したいの と、あと介護の職種の いろん な方のバ ラ ンスは私 どもに

任せ て も らっていいとい うことですね。

それ と最後です けれ ども、も う少 し具体 的にいつ ぐらいに配付 していつ ぐらいに回収で

とい うようなもの をいただけると、 こち らも指示す るのがす ご く楽なんです けれ ども、も

う少 し具体 的なイメー ジのスケジュールは あ りますで しょうか 。

○駒村委員長 事務方か らお願 いいた します。

○泉福 祉人材確保対策室長  5月 の ゴール デンウィニク明け、 しば らくして配付 をさせて

いただ きま して、 2週 間程度で回収 をさせ ていただ くことは可能か どうか とい うことで ご

ざいます。個別 に御相談 をさせていただきたいと思 います。一定の 日程 をお示 しした上で

御相談 させ ていただきた い と思います 。

○駒村 委員長  ほかにいかがで しょうか。

馬袋 委員、お願 いいた します。

○馬袋委員 項 目で 17ぺ ニ ジの 18番 ですが、これ は多分非常に回答が難 しい と思 います。

自信 を持 つているとか、理解できている レベルが この項 目では測定できない。結果 と して

ど
｀
うし` うところが不足 しているか とい うこどを把握す るのであれば、不安 も しくは勉強す

べき、研修すべき項目はどういう項目を感 じているかみたいな方が答えやすいのではない

でしょうか。

○泉福祉人材確保対策室長  自信 を持 つて とか、十分理解できているとい う形、肯定の形

で質問するのではな くて、もっと自信 が持 てないと自分 自身思 つているとか 、十分 で きて

いる とは思 つていない ところとい う形で聞 いた方がお答 え しやす いのではな いか とい うこ

とで しょうか。

○馬袋委員 といいますのは、この項 目が例えばこころとからだ、障害の心理理解、医学

的側面の知識と言つたときに、す ごい幅が広い内容にな りますので、自信があるというの

はどこまで説明できる能力をいうのかというと、不安になると思います。

○因委員 これは私も書きにくかつたです。性格が出ますね。他人から見ていて、いい仕

事を していると思つても、謙遜 して、できていないとか十分でないと書 く人もいます。こ

こは書 きに くかつたです。

○駒 村 委 員 長  事 務 局 、 この 辺 は ど ういた しま しょうか o

O泉 福祉人材確保対策室長 まず この場で、この趣旨のことを聞 くことに意味があるか否

かということについて御意見をいただいて、もし聞 くことに意味があるということであれ

ば、今、御意見を個月Jに いただきま したので、書きやすい設間というのがあろうか と思い

ますので、それは後ほど事務局の方で調整させていただ くということでいかがで しょうか。

まず この設間、答え自体、いかがでございましょうか。

○駒村委員長 皆さん、いかがで しょうか。これについての設間そのものの是非について

は:特 になければこういう趣旨のことは聞 くということで、後は設間の工夫をするという

36



ことで よろ しいで しょうか。

山田委員 お願 いいた します。

○山田委員  7ペ ー ジ。質問 11で すが、これ は事業者に向けて行 つている研修すべ て を○

とい うことで これはいいかなと思 うんですが、次の 10ペ ー ジです けれ ども、ほぼ同 じ内容

の質問が質問 20で 、必要な研修 は どれか とい う質問が質問 20に ある
｀
んですが、 これ を見

ます と、例 えば 9番 の医療的ケアに関す る研修 とか 、質問内容によつては今回の質 問の趣

旨か ら言 つて も、要す るに新任者 に対する質問と現任研修 と、要す るに新任研修 と現任研

修 と区分 され た方が今回の検討会の趣 旨にも合 うし、答 えやす いのかな とい う印象が あ り

ま して、 これ も御検討 いただければ結構です けれ ども、以上です。

○駒村委員長 事務局、いかがで しょうか。

○泉福祉人材確保対策室長 趣 旨を踏まえま して、検討 させていただきます。

○駒村委員長  なかなか熱心な議論が続 いてお りま して、議論 は尽きないようで ございま

す。今 日、御意見 をいただいた内容 について、事務局が明確にお答えできなか つた部分 に

ついては、発言者 と事務局 と私の方 で調整 させていただいて、質問書に反映 させ て いただ

きたい と思 います。

そ ろそ ろ予定の時刻が きてお りますので、最後に事務局 よ り次 回の 日程 について御報告

をお願 い した いと思います。よろ しくお願 いいた します。

O泉 福祉人材確保対策室長 次 回、第 3回 の 日程につきま しては、 6月 を予定 して ござい

ます。机上 に 日程調整表 を配付 させ ていただいてお りますので、御記入の上、その まま机

に置 いていただきますか、も しくは後 日、事務局まで御連絡 いただきます よ うよろ しくお

願 いいた します。

○駒村委員長  これ で「今後の介護人材養成の在 り方に関す る検討会」の第 2回 会議 を開

会 いた します 。長時間にわたる御議論、あ りがとうございま した。
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